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はじめに 

 いちき串木野市は、白砂青松が続く吹上浜の海岸線、

東シナ海と霊峰冠岳を含む山々に囲まれた地形がもた

らす清らかな地下水や温泉、温暖な気候など豊かな自

然に恵まれた環境にあります。 

 しかし、近年におきましては、各地で地球温暖化が

原因と考えられる記録的な猛暑や集中豪雨等の異常気

象が頻発し、甚大な災害がもたらされました。また、

マイクロプラスチックによる海洋汚染など地球規模の

環境問題も注目されています。一方、持続可能な開発

目標（SDGs）を掲げた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」や「パリ

協定」が採択され、地球規模で地球温暖化問題に取り組む動きも活発化してお

ります。 

 本市は、これまで平成 22年度に策定した“いちき串木野市第１次環境基本計

画”に基づき様々な環境行政に取り組んで参りました。このたび計画期間が満

了になることから、“いちき串木野市第２次環境基本計画”を策定致しました。 

前期に引き続き「みんなではぐくむ、水と緑と共生するまち・いちき串木野」

を望ましい環境像に掲げ、次世代を担う子供たちにこのすばらしい自然環境を

引き継ぐため、より一層計画を推進して参りたいと考えております。 

 今後も、本計画に基づき、市民、事業者、市民団体、市が共通の認識の下、

それぞれの立場で、また協働して問題の解決に取り組んで参りたいと考えてお

ります。皆様の御理解と御協力をお願い致します。 

 最後になりましたが、本計画の策定に当たり、慎重なる御審議をいただきま

した、いちき串木野市環境審議会の皆様をはじめ、アンケート並びにパブリッ

クコメントに貴重な意見をお寄せいただきました市民の皆様に心より感謝申し

上げます。 

令和 3年 3月 

いちき串木野市長 田畑 誠一 
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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の背景と目的 

本市は、温暖な気候と海、森林、河川等の自然に恵まれ、縄文後期には人

と物の交流があったことを示す市来貝塚、江戸時代には陸上交通の宿場町と

して、また海上輸送の商業の地として栄える一方、金鉱業と遠洋まぐろ漁業

のまちとして栄えてきた歴史と文化のまちです。これらの歴史や文化は、環

境の恩恵であり、その環境が維持されることで、私たちの健康で文化的な生

活も可能となっていますが、さまざまな資源やエネルギーを大量に消費して

きた社会経済活動によって、限りある環境が私たち自身の身の回りだけでは

なく、地球的規模で脅かされるまでになっています。 

本市では、平成 19 年 3 月に環境の保全の基本理念を定め、その取組を積極

的に進めるために「いちき串木野市環境基本条例」を制定し、この条例に基

づき、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 23 年

3 月に「いちき串木野市環境基本計画（以下「現行計画」という。）」を策定

しました。この計画は、平成 23 年度から令和 2 年度までの 10 年間を計画期

間とし、望ましい環境像として「みんなではぐくむ、水と緑と共生するまち・

いちき串木野」を柱にして、環境保全の基本的な方向を定め、重点施策のマ

イバッグ運動の推進をはじめ、いちき串木野次世代エネルギーパークでは、

再生可能エネルギーと地域資源を結び付けた情報の発信、地球温暖化対策実

行計画（事務事業編）の策定など、望ましい環境像の実現に向けて施策の推

進を図ってきました。 

現行計画の計画期間が令和 2 年度をもって終了することから、地球規模で

の対策が急務となっている地球温暖化への取組や生物多様性の保全、廃棄物

の問題への対策、身近な生活環境の保全への取組など、新たな環境課題や社会

情勢への対応を図っていくため「いちき串木野市第 2 次環境基本計画（以下「本

計画」という。）」を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、いちき串木野市環境基本条例第 8 条に基づき、環境の保全に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るものとして、目標・施策の大綱な

どを定めるものです。また、国の環境基本計画、鹿児島県環境基本計画等を

踏まえつつ、いちき串木野市第 2 次総合計画に沿って、いちき串木野市の望

ましい環境像の実現を目指す環境行政に関する総合的な計画です。 

 

計画の位置づけ 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和3年度から令和12年度までの10年間とします。  

なお、この計画の期間中であっても、社会経済情勢や環境をめぐる状況の

変化等に柔軟かつ適切に対応するため、取組状況や進捗状況の評価を行い、

必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

 

計画の期間 
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４ 計画の対象区域 

本計画の対象とする地域は、いちき串木野市全域を対象とします。 

また、広域的な環境問題や地球環境問題など、本市だけで解決できないも

のについては、近隣自治体や国・県などと連携し、広域的に対応することと

します。 

 

５ 計画の対象範囲 

本計画の対象とする範囲は、市民の身近な生活環境から地球温暖化などの

地球規模の環境問題までとし、計画対象を、「自然環境」、「生活環境」、「地球

環境」、「快適環境」の 4 つの分野と、「環境保全体制」を加えた 5 つの分野と

します。 

 

計画の対象範囲 

 

  

自 然 環 境 ⾃然的要素に関わる環境
・植生、植物
・動物
・自然景観等

生 活 環 境
⽣活環境要素の状況と⽣活からの負
荷に関わる環境

・大気環境
・水環境
・土壌環境
・ごみ処理

地 球 環 境 地球規模での環境問題
・地球温暖化
・生物多様性

快 適 環 境
快適な⽣活に関わる主に⼈間が作っ

た環境

・文化財
・伝統芸能
・公園、緑地等

環境保全体制 環境保全体制に関する環境目標

・環境関連条例、要綱
・環境行政組織
・環境教育、学習
・市民団体等
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６ 計画の主体 

環境問題に対処していくためには、市民、事業者及び市がそれぞれの立場

に応じた活動を考え、主体的に取り組んでいくとともに、相互に連携しなが

ら協働を基本理念として活動する枠組みを構築し、本計画を推進していく必

要があります。 

 

 

 

 

  

―市の責務―
第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、
これを実施する責務を有する。

２ 市は、基本理念にのっとり、前項の規定による施策の策定及び実
施に当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全に努めなけ
ればならない。

３ 市は、環境の保全に関する教育及び情報の提供その他広報活動を
通じて、市民の環境に対する意識の高揚に努めなければならない。

―事業者の責務―
第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う環境への
負荷の低減その他環境の保全について、自己の責任及び負担におい
て、必要な措置を講ずる責務を有する。

２ 事業者は、自然環境及び生活環境への配慮その他環境の保全に自ら
努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する
責務を有する。

―市民の責務―
第６条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止する
ため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければなら
ない。

２ 市民は、環境の保全に関する活動への積極的な参加に努めるととも
に、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

いちき串木野市環境基本条例（抜粋） 

―各主体の基本的責務と環境の保全― 
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７ 計画の新しい視点 

 （1） 国の第五次環境基本計画 

平成30年（2018年）4月に第五次環境基本計画が閣議決定され、目指す

べき社会の姿として、「地域循環共生圏」の創造と、公害を克服してき

た歴史、優れた環境技術、「もったいない」など循環の精神や自然と共

生する伝統を有する国として「世界の範となる日本」を確立し、持続可

能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現が掲げられて

います。SDGsの考え方を活用して、分野横断的な6つの重点戦略（経済、

国土、地域、暮らし、技術、国際）を設定し、パートナーシップの下、

環境・経済・社会の統合的向上の具体化が示されています。 

 

地域循環共生圏 

 

 

 

(2) 国の生物多様性国家戦略 2012-2020 

平成 7 年（1995 年）に最初の生物多様性国家戦略が策定され、その後、

数回の見直しを経て、東日本大震災の発生や人口減少の進展をはじめとし

た社会状況を踏まえ、これまでの人と自然との関係をいま⼀度見つめ直し、

今後の自然共生社会のあり方を示すことを目的として、平成 24 年（2012

年）に閣議決定されました。「地域における人と自然の関係を見直し、再

構築する」など 4 つの基本戦略に「科学的基盤を強化し、政策に結びつけ

る」が新たに加えられました。 
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(3) SDGs（Sustainable Development Goals）：持続可能な開発目標

平成�27�年（2015�年）9�月の国連サミットにおいて採択されたもので、貧

困や飢餓、気候変動や平和など広範囲にわたって�17�の目標と�169�のターゲ�

ットから構成されています。その理念は、誰一人取り残さない社会の実現

を目指し、経済、社会、環境の�3�つの側面における持続可能な開発を推進

するものです。SDGs�の実現は、地域の課題解決にも直結するものであると

考えられており、地域に着目し、地域の視点を取り入れ、SDGs�の考え方を

活用して地域における計画の改善に資するようなものにすることが必要で

あるとされています。 

(4) パリ協定

気候変動問題に対する動向としては、平成 9 年（1997 年）の京都議定書

以来、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みと

して、パリ協定が平成 27 年（2015 年）12 月に第 21 回国連気候変動枠組条

約締約国会議（COP21）において採択されました。パリ協定は、世界共通の

長期目標として、世界の気温の変化を 2℃以内とし、1.5℃以内に抑える努

力を追求することを掲げ、温室効果ガスの主要排出国を含む全ての国が削

減目標を 5 年ごとに提出・更新することなどを定めています。 
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(5) 鹿児島県環境基本計画 

鹿児島県では、平成 23 年（2011 年）3 月に環境を巡る情勢の変化や新た

な課題等に適切に対応するとともに、県のあるべき姿や進むべき方向性を

明らかにした「かごしま将来ビジョン」との整合性を図るため、環境基本

計画の改定が行われました。この計画は、中長期的な観点から、「かごしま

将来ビジョン」で掲げられている「人と自然が調和する地球にやさしい社

会づくり」を目指して、地球を守る脱温暖化への貢献（低炭素社会づくり）、

地球にやさしい循環型社会の形成（循環型社会づくり）、自然あふれる癒し

のかごしまづくり（自然共生社会づくり）が基本目標とされています。 

 

(6) パートナーシップ 

市民、市民団体、事業者の取り組みや活動、行政の施策や事業などの異

なる主体の適切な役割分担をもとにして、共通の目標に向かって相互に協

力しあうことを「パートナーシップ（協働）」と呼んでいます。持続可能な

社会の実現に向けて、環境の保全や環境教育などの環境活動においても、

さまざまな主体が対等の立場で協力しあうことで、それぞれの得意分野が

活かされ、活動の広がりや環境課題の解決が期待されます。 

 

全国 EPO ネットワーク 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２章 市域の概況 

 １ 位置・地勢 

２ 気候 

３ 人口 

４ 土地利用 

５ 都市計画 

６ 産業 

７ 交通 

 

  



 



 

第２章 市域の概況 

9 

 

第２章 市域の概況 

１ 位置・地勢 

本市は、鹿児島県の薩摩半島の北西部に位置し、東部、南部及び北部は日

置市、薩摩川内市に隣接し、西部は東シナ海に面しています。海岸線の総延

長は 29.2km、東西 19.1 ㎞（東経 130°10′39″～130°22′46″）、南北 18.2

㎞（北緯 31°39′31″～31°47′26″）、面積は 112.3 ㎢の都市です。 

地勢は、日本三大砂丘のひとつである吹上浜をはじめ、北部と東部を弁財

天山（519.1m）、冠岳（516.4m）などの山々に囲まれ、大里川（19.6km）、

八房川（15.5km）、五反田川（11.9km）などの河川が東から西に流れていま

す。 

 

いちき串木野市の地勢図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八房川  

大里川  

東シナ海 

資料：土地利用調整総合支援ネットワークシステム  
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２ 気候 

本市の気候は、西海型気候区に属し、暖流の対馬海流の影響を受け温暖多

雨で、九州の典型的な気候を示しています。年平均気温は16.9℃、年平均降

水量は2,145.7mm、年平均風速は2.0m/s、年平均日照時間は1,966.8時間とな

っています。なお、令和元年においては、8月に最高気温35.7℃、1月に最低

気温－2.4℃を記録しています。 

 

平年値（1981年～2010年） 

 
 

 

 

 

 

 

  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年

最高 11.8 12.9 15.8 20.2 23.8 26.4 29.9 31.1 28.9 24.6 19.4 14.3 21.6

平均 7.3 8.3 11.2 15.3 19.0 22.5 26.3 26.8 24.1 19.2 14.0 9.2 16.9

最低 2.6 3.4 6.2 10.2 14.3 19.1 23.2 23.3 20.1 14.3 8.9 4.2 12.5

76.7 100.8 166.7 188.9 202.5 427.7 279.4 214.3 225.0 95.3 93.3 77.8 2145.7

2.3 2.4 2.4 2.2 2.0 1.8 1.7 1.9 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0

111.9 126.9 148.4 175.7 179.9 129.5 200.1 222.3 192.4 190.7 151.2 132.9 1966.8

平均気温
（℃）

降水量（mm）

平均風速（m/s）

日照時間（時間）

項目

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

最低 最高 平均（℃）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（m/s）

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（mm)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（時間）

資料：気象庁  資料：気象庁  

資料：気象庁  

資料：気象庁  資料：気象庁  

平均気温の推移 降水量の推移 

平均風速の推移 日照時間の推移 
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３ 人口 

本市の平成30年4月1日現在の本市の人口は28,032人で、平成24年の人口の

30,532人より8.1％減少しており、男性、女性とも同様の傾向が見られます。

人口減少にも関わらず、世帯数は平成24年が12,212世帯、平成30年が12,000

世帯とほぼ横ばい状態にあることから、核家族化が進んでいることが推察さ

れます。 

また、年齢別人口割合では、年少人口（14歳以下）と生産年齢人口（15歳

以上64歳以下）が減少傾向にあり、老年人口（65歳以上）が増加傾向にあり

ます。平成27年では、本市の老年人口割合は33.0％と鹿児島県の老年人口割

合29.4％を上回っており、少子高齢化の傾向が進んでいます。 

 

人口と世帯数の推移 

 

 

年齢3区分別人口割合の推移 

 

  

14,206 14,040 13,850 13,609 13,436 13,169 13,031

16,326 16,171 15,938 15,673 15,466 15,192 15,001

12,212
12,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

男性 女性 世帯数（戸）

30,532 30,211 29,788 29,282 28,902 28,361 28,032

（人）

19.7% 16.6% 14.5% 13.1% 12.5% 12.3%

62.9% 62.7% 62.3% 60.6% 58.5% 54.7%

17.4% 20.7% 23.2% 26.2% 29.1% 33.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

資料：統計いちき串木野  

資料：統計いちき串木野  
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４ 土地利用 

本市は、中央部から南部にかけて市街地があり、その周辺を田や農用地が

囲むように広がっており、東部、北部は山に囲まれています。 

土地利用は、森林70.4％、市街地10.7％、田8.4％、その他の農用地6.1％

などとなっています。人口の市外地への流出及び高齢化が進んだことで未利

用地が増えており、雑草の繁茂などが多く見られるようになり、市民の生活

環境や景観上の問題になっています。 

 

土地利用の面積と割合 

 

 

 

生活苦情相談件数（空き地） 

 
  

田

944.4ha
8.4%

その他の農用地

683.2ha
6.1%

森林

7,887.8ha
70.4%

荒れ地

181.0ha
1.6%

海浜

27.8ha
0.3%

河川及び湖沼, 

66.3ha
0.6%

海水域

49.3ha 
0.4%

市街地

1,195.8ha
10.7%

その他の用地

168.4ha
1.5%

93

64

161

98 99

117

95

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（件）

資料：国土数値情報土地利用細分メッシュデータ  

資料：統計いちき串木野  
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５ 都市計画 

本市は、中央部から南部にかけて2,982haの区域（行政区域の26.6％）に対

して都市計画区域を設定しており、このうちの721ha（都市計画区域の24.2％、

行政区域の6.4％）に対して用途地域を定めています。用途地域の内訳は、住

居系85.9％、商業系5.6％、工業系8.4％となっており、行政区域内人口の

91.8％が都市計画区域内に定住しています。 

 

都市計画区域と人口集中地区の面積と人口 

 

 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針図 

 
  

面積（ha） 人口（千人） 面積（ha） 人口（千人） 面積（ha） 人口（千人）

2,982 26.9 323 11.6 11,230 29.3

26.6% 91.8% 2.9% 39.6% 100.0% 100.0%

都市計画区域 人口集中地区 行政区域

資料：国勢調査（平成 27 年） 

 

 

資料：鹿児島県 
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６ 産業 

本市は、江戸時代に陸上交通と海上輸送の一中心地として、宿場町と商業

の地として栄える一方、金鉱業と遠洋まぐろ漁業のまちとして栄えてきまし

た。近年、都市機能が備わるにつれ、第1次産業から第2次産業、第3次産業へ

と次第に産業構造も変化しています。特産品として、沿岸漁業による「つけ

あげ」などの水産加工品、また、遠洋まぐろ漁業の「まぐろ」、さらに、清

らかな地下水を利用した「焼酎」や、温暖な気候がもたらす「みかん」など

があります。 

就業人口は、第3次産業への就業者数が65.9％と最も多く、第2次産業就業

者数は28.1％、第1次産業就業者数は5.8％となっており、生産額もほぼ同様

な割合になっています。就業者の平均年齢は、すべての業種の中で第1次産業

だけが60歳代と、他の業種と比較して高くなっています。 

 

産業別就業者数と市内総生産額 

 
 

  

平均年齢
（歳）

農業、林業 622 64.5

うち農業 590 65.7

B 漁業 152 62.2

C 鉱業、採石業、砂利採取業 22 49.0

D 建設業 1,264 50.4

E 製造業 2,442 48.3

F 電気･ガス･熱供給･水道業 34 48.7

G 情報通信業 53 47.0

H 運輸業、郵便業 650 50.8

I 卸売業、小売業 1,969 48.5

J 金融業、保険業 178 45.2

K 不動産業・物品賃貸業 99 51.7

L 学術研究、専門・技術サービス業 243 48.4

M 宿泊業、飲食サービス業 780 47.5

N 生活関連サービス業、娯楽業 540 50.7

O 教育、学習支援業 501 46.2

P 医療、福祉 2,317 45.7

Q 複合サービス事業 205 47.9

R サービス業（他に分類されないもの） 603 51.9

S 公務 585 47.2

その他 T 分類不能の産業 30 30 0.2% 45.5 ― ―

13,879 13,289 100.0% 49.2 90,830 100.0%

4.3%

34.1%

61.6%

産業分類
市内総生産
（百万円）

5.8%

28.1%

65.9%

就業者数
（人）

3,904

30,980

55,946

774

3,728

8,757

A第１次
産業

第２次
産業

第３次
産業

合計

資料：国勢調査（平成 27 年）、市町村民所得推計報告書（平成 28 年度） 
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７ 交通 

本市には、南北方向に南九州西回り自動車道と国道3号が主要幹線道路とし

て通り、市内にJR串木野駅、JR市来駅及びJR神村学園前駅の3駅が設置されて

いるJR九州鹿児島本線が通っています。 

市内の東西方向には主要地方道川内串木野線、串木野樋脇線などを中心と

して道路網が構成されており、近隣自治体と本市を繋ぐアクセス道路として

多くの人に利用されており、市民の移動手段としては車の普及が進み、平成

30年度では、1世帯あたりの自家用車保有台数は1.75台となっています。 

 

JR各駅の乗降客数の推移 

 
 

 

市内在籍自動車台数（平成30年度） 

 

 

354,406 355,735 337,638 330,634 319,617 314,265 313,900

163,615 160,543
144,011 138,732 123,521 123,005 128,480

346,579 357,884
374,118 375,361

343,023 339,450 356,240

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

串木野駅 市来駅 神村学園前駅

864,600 874,162 855,767 844,727

786,161 776,720 798,620

（人）

区分
貨物
車両

乗合
車両

特種（殊）
車両

乗用
車両

軽車両
小型
二輪

軽二輪 合計

台数 1,280 57 519 8,498 12,546 326 1,567 24,793

資料：統計いちき串木野  

資料：統計いちき串木野  
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第３章 環境の概況と課題 

１ 自然環境 

(1) 自然景観 

本市は、吹上浜金峰山県立自然公園の一部に指定されており、照島（346ha）

と観音ケ池（319ha）は県指定の鳥獣保護区になっています。冠岳展望公園

を有する冠岳、羽島海岸、照島海岸、市来海岸などの海岸線、串木野漁港を

臨む長崎鼻など多種多様な自然景観があります。永い年月をかけて受け継が

れ、形づくられてきたこれらの大切な自然景観を守り、育み、後の世代に引

き継いでいくことは、私たち一人ひとりの大きな責務といえます。 

 

吹上浜金峰山県立自然公園と鳥獣保護区 

 

 

  

資料：土地利用調整総合支援ネットワークシステム  
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(2) 動植物

本市には、県指定の天然記念物に指定されている仙人岩の植物群落をはじ

め、特徴的な自然環境資源が多く分布しています。鹿児島県内の生物種の中

には、暖温帯系の南限、亜熱帯系の北限となっているものも多く、本市も多

様な生物が記録されています。一方、人間の移動や物流によって他の地域か

ら入ってきた外来生物も多く、生態系や産業にまで幅広く影響を及ぼす場合

があり、外来生物の課題とその解決の方向性を考えていくことは重要です。

本市での生息・生育の記録がある動植物種は以下に示すとおりです。 

動物「鹿児島県レッドデータブック（2016）記載種」 

文献

絶滅 野生絶滅 絶滅危惧Ⅰ類

絶滅危惧ⅠA類 絶滅危惧ⅠB類 絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧 情報不足 絶滅のおそれのある 地域個体群 

絶滅 地域絶滅 野生絶滅

絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

情報不足 分布特性上重要 その他

環境省版
レッドリスト

鹿児島県
レッドリスト

選定基準となるカテゴリー（ランク）

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 ホンドギツネ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 県内で広く分布、個体数少ない。

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 ツクシガモ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 旧串木野市八房川で記録

2 クマタカ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類 県本土内の山地ほぼ全域で確認

3 ヘラシギ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類 吹上浜で記録

4 コアジサシ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 旧串木野市で記録

5 オオタカ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧類 旧串木野市で記録

6 ハヤブサ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県内全域に生息

7 イカルチドリ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 冬期には県内各地で確認

8 ヒメウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類 串木野で記録

9 サシバ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県本土全域に渡来

10 ヒクイナ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧類 県本土全域に渡来

11 シロチドリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 吹上浜

12 ツルシギ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 農耕地、干拓地、河川、河口、干潟など

13 タカブシギ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 干拓地、干潟、河口、河川など

14 オオソリハシシギ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県内の河口干潟、干拓地、海岸など

15 タマシギ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県内の河川岸、干拓地、農耕地

16 ハマシギ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 県内全域の海岸・干潟、河川敷、埋め立地

17 ヨタカ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 渡りの時期に各地で観察

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 アカウミガメ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類 吹上浜、県内ほぼ全域の砂浜

2 ヤクヤモリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県本土の海岸部

3 ニホンイシガメ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 県内本土に広く分布

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 アオギス 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類 吹上浜沿岸

2 トビハゼ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 薩摩半島西部

3 チクゼンハゼ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩半島西部

4 ニホンウナギ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類 県下に広く分布

5 ヤマトシマドジョウ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩半島西部

6 トサカギンポ 準絶滅危惧 なし 八房川

7 オオヨシノボリ 準絶滅危惧 なし 薩摩半島北西部

哺乳類

鳥類

爬虫類

汽水・淡水産魚類

選定基準となるカテゴリー（ランク） 
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№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 ヒメケフサイソガニ 絶滅危惧Ⅰ類 なし 八房川で確認

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 オキヒラシイノミガイ 情報不足 絶滅危惧Ⅰ類 薩摩地方に分布

2 ベッコウフネアマガイ

（ホソフネアマガイ）

絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 九州南部の東シナ海沿岸の

河川河口域で確認

3 ツブカワザンショウガイ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 薩摩地方に分布

4 クリイロカワザンショウガイ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 薩摩地方に分布

5 サツマクリイロカワザンショ ウガイ 絶滅危惧Ⅰ類 なし 薩摩半島南部に分布

6 ヨシダカワザンショウガイ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 薩摩地方に分布

7 オカミミガイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 北薩地方の河口汽水域干潟に分布

8 シイノミミミガイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 薩摩地方に分布

9 ナラビオカミミガイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 北薩地方に分布

10 キヌカツギハマシイノミガイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 東シナ海沿岸の九州南部に分布

11 ハナコギセル 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 薩摩地方に分布

12 ヒロクチカノコガイ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 薩摩地方に分布

13 ミヤコドリ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 九州南部に分布

14 シリブトゴマガイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩半島南部に分布

15 ヒメマルマメタニシ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩地方に分布

16 クリイロコミミガイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩地方に分布

17 ヒロクチコギセル 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類 薩摩地方に分布

18 テラマチベッコウ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 薩摩半島に分布

19 レンズガイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩地方に分布

20 チクヤケマイマイ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 北薩に分布

21 ニセマツカサガイ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩地方に分布

22 ヒナタムシヤドリカワザンショ ウガイ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 薩摩地方の河川の河口汽水域

23 マシジミ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 県本土

24 ミジンナタネガイ 準絶滅危惧 なし 北薩に分布

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 ベッコウトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類 いちき串木野市で記録

2 ヨドシロヘリハンミョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 いちき串木野市で確認

3 カワラハンミョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 吹上浜で確認

4 オオウラギンヒョウモン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類 いちき串木野市で記録

5 ハラビロハンミョウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩半島で記録

6 ニッポンハナダカバチ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県本土

7 オナガアゲハ 絶滅危惧Ⅱ類 なし いちき串木野市で記録

8 ヒメミズスマシ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類 県本土

9 イトアメンボ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県本土

10 ネアカヨシヤンマ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 いちき串木野市で記録

11 ハネビロエゾトンボ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類 いちき串木野市で記録

12 タイコウチ 準絶滅危惧 なし 県本土

13 ナベブタムシ 準絶滅危惧 なし 県本土

14 ガムシ 準絶滅危惧 準絶滅危惧 県本土

15 ヨツボシカミキリ 準絶滅危惧 絶滅危惧ⅠB類 県本土

16 トラフカミキリ 準絶滅危惧 なし 県本土

17 ヤマトスナハキバチ 準絶滅危惧 情報不足 県内

汽水・淡水産十脚甲殻類

陸産貝類・淡水汽水産貝類

昆虫類
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植物「鹿児島県レッドデータブック（2016）記載種」 

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 タマミズキ 絶滅危惧Ⅰ類 なし 県北部

2 ニセヨゴレイタチシダ 絶滅危惧Ⅰ類 準絶滅危惧 市来

3 アオカズラ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠＢ類 冠岳

4 サイコクヌカボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 市来(標本はない)

5 ハヤトミツバツツジ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類 冠岳

6 イワガサ 絶滅危惧Ⅰ類 なし 冠岳

7 カワゴケソウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類 薩摩半島

8 オグラノフサモ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 南九州地域(標本はない)

9 タイワンルリソウ

（シマスナビキソウ）

絶滅危惧Ⅱ類 なし 市来

10 ビロードムラサキ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 冠岳

11 ダンギク 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 羽鳥～串木野

12 マルバテイショウソウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧に類 県西部および北部

13 ダルマギク 絶滅危惧Ⅰ類 なし 串木野

14 アワボスゲ 絶滅危惧Ⅰ類 なし 串木野(標本はない)

15 シマテンツキ 絶滅危惧Ⅰ類 なし 南九州

16 ショウキズイセン 絶滅危惧Ⅰ類 なし 県各地に点在

17 ヒナラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類 冠岳

18 キリシマエビネ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠB類 冠岳

19 ユウシュンラン 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 冠岳

20 ガンゼキラン 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 冠岳

21 キクシノブ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 冠岳

22 オオタニワタリ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県内各地

23 ホソバウマノスズクサ 情報不足 なし 市来から報告

24 ウンゼンカンアオイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県北西部地域

25 タチハコベ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県北部から薩摩半島

26 ハナガガシ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 冠岳

27 コバノミツバツツジ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 県北部山地

28 タコノアシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 市来

29 ザイフリボク 絶滅危惧Ⅰ類 なし 冠岳

30 ミソハギ 準絶滅危惧 なし 市来

31 ツリバナ 準絶滅危惧 なし 県北部、薩摩半島

32 ヤマジソ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 冠岳

33 ウスギモクセイ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 県北西部

34 ノタヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県北部

35 イヌタヌキモ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧 県北西部、薩摩半島

36 ツルギキョウ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県北部、薩摩半島

37 ヒナヒゴタイ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類 冠岳、羽島

38 ヘツカニガキ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 九州南部

39 スブタ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 市来

40 ミズヒキモ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 南九州

41 ツクシクロイヌノヒゲ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県北部から薩摩半島

42 ジングウスゲ 絶滅危惧Ⅱ類 準越滅危惧 県北部

43 ウンヌケモドキ 絶滅危惧Ⅱ類 準越滅危惧 県北西部

44 オオアブラススキ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 冠岳

45 ツクシショウジョウバカマ 準越滅危惧 なし 薩摩半島中南部

46 セイタカスズムシソウ 絶滅危惧Ⅱ類 なし 南九州

47 エビネ 絶滅危惧Ⅱ類 準越滅危惧 冠岳

48 キエビネ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類 冠岳

49 キバナノセッコク 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧ⅠB類 冠岳

50 ミズトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類 冠岳

51 ヒノタニリュウビンタイ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧ⅠA類 冠岳

52 ウスバイシカグマ 準越滅危惧 準越滅危惧 薩摩半島

53 イズヤブソテツ 準越滅危惧 なし 鹿児島県北部・中部

№ 種名 県カテゴリー 環境省カテゴリー 地名等

1 オキチモズク 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類 県本土

2 ケコナハダ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 県本土

3 ハナヤナギ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 薩摩半島南岸と西岸

4 トサカノリ 準越滅危惧 準越滅危惧 県内各地

5 アヤギヌ 準越滅危惧 準越滅危惧 県内各地の河口域

6 ホソアヤギヌ 準越滅危惧 準越滅危惧 県内各地の河口域

維管束植物

藻類
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(3) 施策の進捗状況 

  ① 【貴重な自然を守る】 

    
 

  ② 【里地・里山・里海を守り育てる】 

    
  

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

ウミガメ保護監視員
の登録数

4人 6人 6人

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

市民農園の利用者数 44件 48件 48件
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２ 生活環境 

(1) 大気環境 

① 大気汚染物質 

大気汚染は、工場などが生産活動を行う際に大気汚染物質が排出され

る場合と、物流・人流など自動車の使用によって大気汚染物質が排出さ

れる場合に引き起こされ、その結果、地域の環境を悪化させ、人の健康

を害する恐れがあります。本市の羽島測定局の平成30年度の結果による

と、代表的な大気汚染物質である二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及び、二

酸化窒素については、環境基準を達成しており、良好な状態であると考

えられます。 

羽島測定局での測定結果① 

 

 

 
 

② 光化学オキシダント 

光化学オキシダントは高い濃度では光化学スモッグの原因となり、

強い酸化力があり、眼やのどの粘膜、呼吸器など、健康や農作物など

へも影響を及ぼすとされています。平成30年度では、県内の全ての測

定局（11局）において、環境基準非達成でしたが、注意報発令基準値

を超えた測定局はなく、光化学オキシダント注意報も発令されていま

せん。 

羽島測定局での測定結果② 

 
  

年平均値 (ppm)
１日平均値の
2％除外値

 (ppm)

1日平均値が
0.04ppmを超えた

日が2日以上
連続したことの
有×／無〇

環境基準の
長期的評価

0.002 0.011 〇 達成

二酸化硫黄の測定結果（平成30年度）

年平均値
 (mg/㎥）

１日平均値の
2％除外値
 (mg/㎥）

1日平均値が
0.10mg/㎥を超

えた日が2日以上
連続したことの
有×／無〇

環境基準の
長期的評価

0.019 0.042 〇 達成

浮遊粒子状物質の測定結果（平成30年度）

年平均値 (ppm)
１日平均値の98％値

 (ppm)
環境基準の
長期的評価

0.002 0.04 達成

二酸化窒素の測定結果(平成30年度)

日数(日) 時間(時間)

39 216 0.099 非達成

昼間の１時間値が0.06ppm
を超えた日･時間数

昼間の１時間値
の最高値

(ppm)

環境基準の
達成状況

光化学オキシダント濃度測定結果（平成30年度）

資料：鹿児島県大気・騒音調査結果 

資料：鹿児島県大気・騒音調査結果 
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③ 微小粒子状物質 

微小粒子状物質（PM2.5）は、粒子の大きさが非常に小さいため、呼

吸器系疾患に影響を与えると言われています。平成30年度の結果によ

ると環境基準を達成しています。本市では、光化学オキシダントと同

様に、注意報・警報発令時の連絡体制を整え、注意喚起を図っていき

ます。 

 

羽島測定局での測定結果③ 

 

 

 

④ 悪臭の苦情 

本市は悪臭防止法規制地域に指定されており、本市における生活苦

情相談件数では、平成24年度から平成30年度までの年間の平均は5.3件

となっています。 

 

生活苦情相談件数（悪臭） 

 

  

年平均値
 (μ g/㎥）

１日平均値の
98パーセンタイル

値
 (μ g/㎥）

1日平均値が
35μ g/㎥を
超えた日数

環境基準の
長期的評価

14.2 29 3 達成

微小粒子状物質の測定結果（平成30年度）

6

5

3

11

5

1

6

0

2

4

6

8

10

12

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

悪 臭（件）

資料：鹿児島県大気・騒音調査結果 

資料：統計いちき串木野 
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(2) 水環境 

① 河川 

本市には、環境基準のA類型、B類型（河川の環境基準は、AA～Eまで

の6段階）が設定されている河川があります。生活環境の保全に関する

環境基準において、河川の汚濁を示す生物化学的酸素要求量（BOD）は、

A類型2mg/L以下、B類型3mg/L以下の環境基準値を達成しています。し

かし、大腸菌群数が環境基準値を超えることがある河川もあり、生活

排水や事業所からの排水が原因と考えられます。 

河川におけるBODの75％値の推移 

 

 

 

② 海域 

本市の西にある東シナ海は、鹿児島県により薩摩半島西部海域とし

て、串木野港をはじめ 9 か所で調査されています。生活環境の保全に

関する環境基準において、水質の汚濁を示す化学的酸素要求量（COD）

は、B 類型 3mg/L 以下の環境基準値を達成しています。 

海域における COD75％値の推移 

 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

五反田川上流（Ａ類型） 五反田川下流（Ｂ類型）

八房川（Ａ類型） 大里川（Ａ類型）（mg/L）

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

串木野港（Ｂ類型）
（mg/L）

資料：鹿児島県公共用水域の水質測定結果 

資料：鹿児島県公共用水域の水質測定結果 
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③ 水質汚濁の苦情 

水質汚濁の本市における生活苦情相談件数は、平成24年度から平成

30年度までの年間の平均が4.8件となっており、減少の傾向にあります。 

 

生活苦情相談件数（水質汚濁） 

 

 

 

  

11

13

1

4

1
2

2

0

2

4

6

8

10

12

14

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

水質汚濁（件）

資料：統計いちき串木野 
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(3) 土壌環境 

   鹿児島県では、土壌汚染防止法に基づく審査、指導を行っており、本市

には指定区域はありません。また、ダイオキシンについては、発生源周辺 7

か所の県の常時監視結果では、環境基準を満たしています。 

 

ダイオキシン類常時監視結果 

 

 

  
調査地点

調査結果
（pg-TEQ/g）

環境基準
（pg-TEQ/g）

冠嶽 6.2

生福① 12

生福② 4.2

生福③ 12

生福④ 4.4

生福⑤ 6.7

生福⑥ 8.7

1000以下

ダイオキシン類（土壌）常時監視結果（平成30年度）

資料：鹿児島県 
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(4) 騒音・振動 

騒音については、道路に面する一地点の調査では、騒音の環境基準値を

達成していますが、道路に面する住居等を含む地域では、一般国道の昼間

で6.5％が評価基準に達していません。 

振動については、平成24年度から平成30年度までで生活苦情相談も発生

しておらず、特に問題とはなっていないようです。 

道路に面する地域における騒音調査結果 

 

 

 

 

生活苦情相談件数（騒音、振動） 

 

  

昼間 夜間 昼間 夜間

平成30年 一般国道 湊町 69 62 70 65

平成29年 県道川内串木野線 野元 62 53 70 65

平成27年 県道串木野樋脇線 生福 63 52 70 65

道路に面する地域における調査結果

測定年
路線 観測地点

測定値（デシベル） 環境基準（デシベル）

住居等
戸数
(戸）

昼・夜 昼間 夜間

84.6% 85.3% 85.8%

22,747 22,930 23,070

92.6% 92.9% 94.6%

32,125 32,246 32,834

89.1% 89.6% 90.8%

54,872 55,176 55,904

93.5% 93.5% 99.9%

1,097 1,097 1,172

100.0% 100.0% 100.0%

554 554 554

95.6% 95.6% 99.9%

1,651 1,651 1,726

12 554

合計 31 27 1,727

評価
区間
延長
(km)

いちき
串木野市

1,173

評価
区間数
(区間）

評価結果（全体）

一般国道 18 15

202

256

458

26,878

34,702

61,580

県道 13

一般国道

県道

合計

道路に面する地域における騒音調査結果（平成30年度）

271

379

649

鹿児島県

実施主体 区分

1

6

2 2

3

1

3

0 0 0 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

騒 音 振 動（件）

資料：鹿児島県大気・騒音調査結果 

資料：統計いちき串木野 
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(5) 廃棄物等 

① ごみの排出量  

本市のごみ排出量は、平成27年度の10,949t/年を境に減少傾向にあ

り、平成30年度には10,007t/年となっており、リサイクル率は平成24

年度から減少傾向にあります。１人１日当たりの排出量は、平成30年

度に974g/人・日となっており、これは鹿児島県の923g/人・日を上回

っています。また、平成30年度で、生活系ごみの75％、事業系ごみの

93％は可燃ごみとなっています。 

 

 

１人１日当たりの排出量の推移 

 

生活系ごみと事業系ごみの内訳 

 

 

 

 

 

 

  

10,517 10,369 10,371
10,949

10,145 9,979 10,007

10.5 
10.1 

9.5 
9.0 8.9 

7.6 7.5 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ごみ処理量 リサイクル率
（t) （％)

713 710 722 747 713 715 713

228 227 231 236 246 244 260

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

生活系ごみ 事業系ごみ

941 938 953 983 959 960 974

（g）

可燃ごみ

5,515ｔ

75%

不燃ごみ

388ｔ

5%

資源ごみ

988ｔ 14%

粗大ごみ 442ｔ

6%

可燃ごみ

2,497t
93%

不燃ごみ

30t  1%

資源ごみ

66t  3%
粗大ごみ

81t  3%

ごみ処理量とリサイクル率の推移 

資料：環境省廃棄物処理技術情報 

生活系 事業系 
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② 生活排水処理 

本市では、生活排水の処理は、公共下水道、漁業集落排水、及び浄

化槽を中心に行われており、平成30年度に生活排水の処理における水

洗化率は88.5％となっています。公共下水道・漁業集落排水以外の地

域では、合併処理浄化槽による処理を推進しており、補助制度を設け

ています。し尿汲み取り便槽、単独処理浄化槽、合併処理浄化槽から

発生するし尿や浄化槽汚泥は、いちき串木野市・日置市衛生処理組合

で処理されています。 

水洗化人口と非水洗化人口の推移 

 

 

③ 不法投棄・野焼きの苦情 

野焼きに対する生活苦情相談件数は、平成24年から平成30年までで

平均18.9件となっており、件数に大きな変化はありませんが、不法投

棄は平成30年度で105件と最も多く、増加の傾向にあります。 

生活苦情相談件数（不法投棄、野焼き） 

 
  

24,576 24,692 24,652 24,922 24,949 24,870 24,936

6,047 5,610 5,160 4,490 4,044 3,621 3,226

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

水洗化人口 非水洗化人口
（人）

15 11

73 73
78

53

105

21 23 24

16 19
13 16

0

20

40

60

80

100

120

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

不法投棄 野焼き（件）

資料：環境省廃棄物処理技術情報 

資料：統計いちき串木野 
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(6) 施策の進捗状況 

  ① 【良好な生活基盤を確保する】 

    
 

  ② 【循環型社会を形成する】 

    
 

  ③ 【低炭素社会を形成する】 

    
  

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

汚水処理人口普及率 67.8% 70% 80.4%

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

生活系ごみの1日一人
当たりの排出量

713ｇ 530ｇ 720g

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

太陽光発電システム
の設置件数

319件 366件 18件 令和元年度補助金廃止
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３ 地球環境 

(1) 地球温暖化 

地球温暖化は、地球規模での気温や海水温の上昇や、雪氷が広範囲にわ

たり融解する現象のような平均的な気温の上昇だけではなく、異常高温や

大雨・干ばつの増加などのさまざまな気候の変化をともなっています。そ

の影響は、日本では、サンゴが白くなる白化や藻場の消失、北上などによ

る生物活動の変化や、水資源や農作物への影響など、自然生態系や人間社

会にすでに現れています。将来、地球の気温はさらに上昇すると予想され

ており、水、生態系、食糧、沿岸域、健康などでより深刻な影響が生じる

と考えられています。 

地球温暖化の主な原因は、人間の活動による温室効果ガスの増加である

可能性が極めて高いと考えられています。大気中に含まれる二酸化炭素な

どの温室効果ガスには、海や陸などの地球の表面から地球の外に向かう熱

を大気に蓄積し、再び地球の表面に戻す性質（温室効果）があり、18世紀

半ばの産業革命の開始以降、人間の活動による化石燃料の使用や森林の減

少などにより、大気中の温室効果ガスの濃度は急激に増加しました。この

急激に増加した温室効果ガスにより、大気の温室効果が強まったことが、

地球温暖化の原因と考えられています。 

温室効果ガスの排出量を削減するためには、再生可能エネルギーの活用

や省エネルギーの促進を更に進めるとともに、市民・事業者・市の全ての

主体が、相互に連携しながら行動していく必要があります。 

 

 

日本における猛暑日の推移 

資料：気象庁ホームページ 
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(2) 生物多様性 

地球上には 175 万種以上もの生き物が暮らしていて、まだ知られていな

い生き物も含めた総種数はおよそ 500 万～3,000 万種の間ともいわれてい

ます。これらの生き物はいろいろな環境に独自の進化をし、適応するとと

もに、関係し合いながら生活しています。生物多様性条約において、生物

多様性とは、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性という 3 つの

レベルで多様性があるとされています。 

【生態系の多様性】他の生き物と相互に関係を保ちながら生息している生

き物たちと、その基盤となる環境を生態系といい、森林・河川・湖・湿原

など多様な環境など、それぞれの環境に適応した生き物がその環境におけ

る特有な生態系を形成しています。 

【種の多様性】種は生物分類上の基本単位であり、子孫を残すことができ

るもの同士が一つの種を形成しており、動植物から微生物にいたるまで、

いろいろな種類の生き物がいることを示しています。 

【遺伝子の多様性】すべての生き物は親から子へ受け継がれる遺伝子を持

っており、同種であっても生息する環境の違いに応じて個性が生まれ、体

の構造、器官の発達などに違いが生じます。 

3 つの生物多様性によって、私たちの命と暮らしが支えられており、酸

素の供給、気温の調節などの基盤サービス、食べ物、木材、医薬品など暮

らしの基礎の供給サービス、地域性豊かな文化を支えるなどの文化的サー

ビス、山地災害、土壌流出の軽減など自然に守られる暮らしの調整サービ

スがあり、これらの生態系サービスは生物多様性に富んだ生態系で質が高

いことが知られています。 

種の絶滅や生態系の崩壊など生物多様性が危機に面している中、その原

因である、生物の乱獲や開発、里地里山などの手入れ不足、外来生物の侵

入など、更に原因とされる地球温暖化にも注視し行動していくことがのぞ

まれています。 
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４ 快適環境 

 (1) 公園・緑地 

本市の総公園数は、平成30年で、47箇所、67.4haで、市民1人当たりの

公園面積は23.6㎡となっており、都市計画区域内では39箇所、52.3haで、

市民1人当たりの公園面積は20.5㎡と、鹿児島県の13.9㎡を上回っていま

す。地域に合った公園・緑地の整備を推進し、施設の維持・管理に努める

必要があります。 

 

公園の現況（平成30年） 

 
 

 

(2) 歴史的文化資源 

本市には、国指定の文化財をはじめとする多くの指定文化財と記念物

や、文化庁によって日本遺産に認定された串木野麓、串木野城跡などが

あります。文化財や伝統芸能などは市民共有の財産であり、その保存と

活用を図っていくことは郷土の特色や魅力の再発見につながり、将来の

本市の発展のために、非常に重要です。 

 

祇園祭              うっがんどんの森 

 

 

 

 

 

 

 

ガウンガウン祭             薩摩焼発祥の地 

 

  

公園数 面積（ha）
市民1人当たり

面積（㎡）
公園数 面積（ha）

市民1人当たり
面積（㎡）

47 67.4 23.6 39 52.3 20.5

総数 都市計画区域内

資料：統計いちき串木野 
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文化財 

 

名称 所在地 指定年月日

国指定 市来の七夕踊 大里 Ｓ．56． 1．28

国登録 市来大迫家住宅 湊町 Ｈ．30．3．27

深田神社春祭に伴う芸能
ガウンガウン祭

野元（深田神社） Ｓ．37．10．24

羽島崎神社春祭に伴う芸能
（田打・船持祝） 太郎太郎祭

羽島（羽島崎神社） Ｓ．37．10．24

天然記念物
仙人岩の植物群落
キクシノブ・ヤッコソウの自生地

冠岳１３５１１ Ｓ．29． 5. 24

来迎寺跡墓塔群 大里 Ｓ．42． 3．31

市来貝塚 川上 H.  6． 3. 16

驪龍巌（りりょうがん） 西島平町140 Ｓ．42． 3. 24

さつま焼発祥の地 照島（北本壷屋）２５８３ Ｓ．42． 3．24

留学生渡欧の地 羽島（浜田）４９８０ Ｓ．42． 3．24

大中公の廟 上名 Ｓ．42． 3．24

冠嶽史跡 冠岳（東嶽）１３５１１ Ｓ．42． 3．24

串木野氏の墓 上名（大道庵）４８５５ Ｓ．42．11.  8

北口屋橋 芹ケ野１５５４１－２ H． 8． 5. 17

椿平橋 芹ケ野１４１７０－１ H． 8． 5. 17

来迎寺墓塔群 大里 Ｓ．36． 4． 1

金鐘寺跡 大里 Ｓ．36． 4． 1

舟着場跡 大里 Ｓ．36． 4． 1

鍋ケ城跡と惟宗廣言の墓 大里 Ｓ．36． 4． 1

町門の跡 湊町 Ｓ．36． 4． 1

川口番所跡 湊町 Ｓ．36． 4． 1

お仮屋跡 湊町 Ｓ．36． 4． 1

孝子徳右衛門の墓 湊町 Ｓ．36． 4． 1

お仮屋通用門 湊町 Ｓ．36． 4.  1

川上城跡 川上 Ｓ．42． 3. 31

岩屋観音 湊町 Ｓ．45． 3． 1

川野家武家門 川上 Ｓ．45． 3. 30

中原の治水溝 大里 Ｓ．56． 6． 1

川上中組墓塔群 川上 Ｓ．56． 6． 1

旧入来邸武家屋敷と古木 上名２７９８ H．29． 1．24

うっがんどんの森 中尾町 Ｓ．49． 4. 26

十里塚の榎 旭（金山） H．12． 7. 13

蘇鉄 冠岳小学校 H．12． 7. 13

高麗神社の狛犬他1点 野元 Ｓ．42． 3．24

冠嶽不動尊 冠岳１３５１１ Ｓ．42． 3．24

アネロイド晴雨計 大里 Ｓ．52. 12. 15

冠嶽山鎮国寺頂峯院文書
並縁起写等4件

歴史民俗資料室 Ｓ．43． 2．20

串木野士族明細帳（控） 歴史民俗資料室 Ｓ．43． 2．20

知行名寄帳等5件 浜ヶ城 Ｓ．43． 2．20

横目勤御用向覚書一冊 上名 Ｓ．56．12． 1

歳徳大神掛軸と由来書 湊町 H． 4． 6． 2

「山之神神社」の棟札 歴史民俗資料室 Ｓ．49． 4．26

金鐘寺仏像 大里 Ｓ．36． 4． 1

西郷南州翁の書 湊町 Ｓ．51．12．24

一石並立型  田の神 鏑楠 H． 6． 7．28

神像型     田の神 坂下 H． 6． 7．28

野元の虎とり 野元 Ｓ．53．11．28

羽島南方神社太鼓踊 羽島１６７２ Ｓ．62． 2.  26

虫追踊 大里 Ｓ．36． 4． 1

祇園祭 湊町 Ｓ．36． 4． 1

川上踊 川上 Ｓ．42． 3. 31

史跡

分類

天然記念物

工芸品

古文書

その他

有形文化財

重要無形民俗文化財

登録形文化財

県指定

市指定

有形民俗文化財

無形民俗文化財

無形民俗文化財

区分

民俗文化財

史跡

記念物

記念物

資料：統計いちき串木野 
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(3) 施策の進捗状況 

  ① 【潤いのある町並みを創る】 

    
 

  ② 【伝統・歴史・文化を活かす】 

    

  

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

市民一人当たりの公
園面積(都市計画区域
内)

12.44㎡ 13.00㎡ 20.50㎡

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

歴史や伝統に関する
まちの雰囲気を満足
とする人の割合

20.5% 68.5% 31.5%

市民アンケートにおける環境の現

状について「どちらともいえな

い」が「かなり満足」「やや満

足」に移行した場合を想定
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５ 環境保全体制 

(1) 環境教育・学習 

   市民アンケートでは、「ごみ出しのマナーやポイ捨てなどについて」や

「市民の環境に対するモラル（道徳）について」は満足度が低く、重要度

が高いという結果になっており、また、子どもたちには、家庭内での身近

なしつけや環境教育と、学校や地域が主体となった環境教育・環境保全活

動を通して環境にやさしい生活習慣を身につけてほしいということが挙げ

られています。また、事業所アンケートでは、事業所が求める情報として、

「環境問題の現状に関する情報」が最も多く、「行政の環境への取組」も

多く挙げられています。 

   市民一人ひとりが環境に対して自主的に行動することに繋がるように、

様々な立場や年齢層に応じた環境教育・学習の実施と、インターネット、

市広報紙など、いろいろな媒体を活用し、より多くの人が迅速に情報を得

て、行動のできる体制が必要とされています。 

 

(2) 環境保全・創造活動への取組 

   市民アンケートでは、市民活動への参加意識は高く、また、事業所アン

ケートでも地域活動への参加意識は高くなっており、環境保全活動への参

加意識は高いと言えますが、市民・事業者・市のそれぞれの中で、さらに、

各主体間でのネットワーク、協働体制の強化が必要とされています。 

 

(3) 施策の進捗状況 

  ① 【環境教育・学習に取り組む】 

    
 

  ② 【環境保全・創造活動に取り組む】 

    
  

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

まちづくり出前講座
の活用数

41件 50件 46件

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

こどもエコクラブ
活動の登録団体数

1 件 2 件 0件
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  ③ 【重点施策・マイバッグ運動の推進】 

    

  

進捗指標
平成
23年

目標
令和
元年

備考

マイバッグ持参者の
割合

54.0% 74.0% 83.0%
市民アンケートにおける実
施意向を反映させた数値
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６ アンケート調査 

 (1) アンケート調査概要 

このアンケートは、いちき串木野市第2次環境基本計画の策定にあたり、

市民・事業者の日常的な環境の保全や創造のための行動や、市の環境行政

に対する意見・要望などを計画づくりの基礎資料とするために実施しまし

た。 

 

   ① 市民アンケート調査概要 

実 施 期 間 令和2年7月7日(火)～令和2年7月27日(月) 

対 象 者 数 市内に居住する13歳以上の住民2,000人 

調査実施方法 発送・回収方法：郵送 

回 収 率 42.4％（回収調査票数847／実施調査票数2,000） 

主要調査項目 

■対象者の状況 

■地域の環境について 

■環境の保全や創造のための行動について 

■子どもたちに身につけてほしい環境保全行動等 

■市の環境に関する施策について 

 

   ② 事業所アンケート調査概要 

実 施 期 間 令和2年7月7日(火)～令和2年7月27日(月) 

対 象 者 数 市内で営業する100事業所 

調査実施方法 発送・回収方法：郵送 

回 収 率 41.0％（回収調査票数41／実施調査票数100） 

主要調査項目 

■事業所の状況 

■環境保全対策の取組状況と今後の意向 

■環境保全に関する施策について 

■環境保全に関する取組や目標設定について 

■行政に期待する支援策について 
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 (2) アンケート調査結果概要 

   ① 住いの周辺環境の状況について 

【市民アンケート問２】 

     「満足度」、「重要度」がともに高いのは、「空気のきれいさ」、「日当

たりの状況」、「周辺の静けさ」、「自然景観の美しさ」の4項目で、重点

的に維持する必要があり、「満足度」が低く、「重要度」が高い「ごみ

出しのマナーやポイ捨てなど」、「川や池、海の水のきれいさ」、「公共

交通機関の利用の便利さ」、「市民の環境に対するモラル（道徳）」の4

項目は重点的に改善する必要があります。 

重要度が平均を下回っている項目については、満足度が高い項目に

ついては維持、低い項目については改善の方向で施策等へ反映させて

いく必要があります。 

住いの周辺環境の状況 

 

 

  

（11） ごみ出しのマナーやポイ捨てなどについて （7） 空気のきれいさについて

（2） 川や池、海の水のきれいさについて （6） 日当たりの状況について

（14） 公共交通機関の利用の便利さについて （8） 周辺の静けさについて

（15） 市民の環境に対するモラル（道徳）について （1） 自然景観の美しさについて

（9） まちなみ景観の美しさについて （3） 緑（樹木、草花）とのふれあいについて

（10） 公園や野外レクレーション地の充実について

（12） 文化財、遺跡等の保存・整備状況について

（13） 歴史や伝統に関するまちの雰囲気について

（5） 水や水辺とのふれあいについて

（4） 動物、昆虫などとのふれあいについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　満足度（平均）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

重要度（平均）

高い

低い

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14 15

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
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   ② 事業活動における環境の位置づけについて 

【事業所アンケート問２】 

(1)から(5)へ順に、環境への取組を企業活動の中で重要視している

と考えられる中で、「環境への取組は社会貢献の一つである」が63.4％

を占めており、「環境への取組と企業活動は関連がないので、法規制等

をクリアするレベルでよい」が17.1％と続いています。 

 

事業活動における環境の位置づけ 

 
 

  

17.1%

63.4%

4.9%

4.9%

2.4%

4.9%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

(1)環境への取組と企業活動は関連がないので、法規制

等をクリアするレベルでよい

(2)環境への取組は社会貢献の一つである

(3)環境ビジネスの可能性が広がるビジネスチャンスである

(4)環境分野への展開を将来戦略の一つとして位置づけ

ている

(5)環境分野への展開を今後の業績を左右する重要な

要素と位置づけている

(6)その他

無回答
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   ③ 環境の保全や創造のための行動について 

【市民アンケート問３】【事業所アンケート問８】 

     市民アンケートでは、30項目の質問に対して「実行しており、今後

も続ける」が51.3％、事業所アンケートでは、32項目の質問に対して

「実施している」が25.6％となっていますが、「当事業所には該当しな

い」「無回答」を除くと、「実施している」は45.2％となり、市民、事

業所とも約半数が環境の保全や創造のための行動を実行していると考

えられます。 

 

市民アンケート      事業所アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     「実行している」上位の項目は、電気や資源を使わないようにする

省エネルギー行動、ごみ問題、自然環境・景観の保護に関する行動が

挙げられています。 

   環境の保全や創造のための行動（上位5位） 

 

 

順位
設問
番号

市民アンケート
実行しており、
今後も続ける

1 （24） 行楽地などではごみは持ち帰るように気をつけている 89.7%

2 （17） 洗濯物はできるだけまとめて洗うようにしている 84.8%

3 （1） 買い物袋(マイバッグ)を持参し、レジ袋は受け取らないようにしている 82.8%

4 （23）
自然にある木の枝を折ったり、山林、海岸に車で乗り入れたりなど、
自然を傷つけることはしないようにしている

80.6%

5 （6） ものを長く使うことを心がけている 80.0%

順位
設問
番号

事業所アンケート 実施している

1 （15） 昼休みや使っていない部屋の照明をこまめに消す 80.0%

2 （6） 紙の使用枚数を減らす工夫を徹底する(両面コピーなど) 79.4%

3 （23） 事業所周辺の美化清掃活動を行う 73.0%

4 （5） 店舗に缶・ビン、紙パック、トレイなどの回収ボックスを設置する 71.4%

5 （7） 事業所のごみを減らすよう努力する 71.1%

実施して

いる

25.6%

実施を検

討中

13.9%今後も実

施する予

定はない
17.1%

当事業所

には該当

しない
35.8%

無回答

7.5%

実行してお

り、今後も

続ける
51.3%

実行してい

ないが、今

後実行した

い

25.8%

実行してい

ない（関心

がない、意

識していな

い）

17.4%

無回答

5.5%
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     市民アンケートの「実行しており、今後も続ける」で、下位の1位か

ら4位までの項目は、「実行していないが、今後実行したい」と40％前

後が挙げており、関心が高いことがうかがえます。 

事業所アンケートでは、「実施している」で、下位の1位から4位まで

の項目は、エネルギーマネジメントシステムの導入や、ISO14001やエ

コアクション21の認証などのための情報提供などが必要とされていま

す。 

環境の保全や行動のために参加しやすい組織づくりと、セミナー等

の開催を通して、情報の提供と啓発の活動を行い、太陽光発電等の創

エネルギーや省エネルギー設備の設置には経済的な負担を軽減する施

策等がのぞまれています。 

 

     環境の保全や創造のための行動（下位5位） 

 

  

順位
設問
番号

市民アンケート
実行しており、
今後も続ける

1 （27） ホタルや魚などの保護活動に参加している 4.7%

2 （30） 歴史的まち並み景観を保存する活動に参加している 6.1%

3 （9） 生ごみ処理機やコンポスト容器等を利用している 12.4%

4 （22） 雨水を溜めて、洗車や庭木の水やり等に利用している 15.1%

5 （13） 太陽光発電など、再生可能エネルギーを導入・活用している 16.6%

順位
設問
番号

事業所アンケート 実施している

1 （32） BEMSやFEMSなどのエネルギーマネジメントシステムを導入している 0.0%

2 （31） エコアクション21やKESなどの認証・登録をしている 0.0%

3 （10） ノーマイカーデーを設ける 3.2%

4 （12）
エネルギーの高効率供給設備を利用する(コージェネレーション、
ヒートポンプ等)

3.4%

5 （20） 雨水の利用施設を設置する 6.7%
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   ④ 子どもたちに身につけて欲しい環境保全・創造行動ついて 

【市民アンケート問４】 

     子どもたちに身につけて欲しい環境保全・創造活動は、「もったい

ないなど、家庭での身近なしつけや環境教育を通じて、環境にやさし

い生活習慣を築いてほしい」が最も多く、割合が多い上位の項目から、

身近なところで、体験を通して環境の重要性などを認識してくれるこ

とを重要と考えていることがうかがえます。 

 

子どもたちに身につけて欲しい環境保全・創造行動 

 

  

46.6%

38.8%

38.6%

33.3%

31.3%

25.9%

21.6%

20.4%

0.5%

10.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

「もったいない」など、家庭での身近なしつけや環境教育を通じ

て、環境にやさしい生活習慣を築いてほしい

農業体験などを通じて、食の大切さや農業・農村の重要性を認

識してほしい

廃品回収などの地域美化活動を通じて、環境保全意識の重要

性や地域の大切さを感じてほしい

ペットや生き物とのふれあいを通じて、生命の尊さを学んでほし

い

学校や地域などが主体となって環境学習・環境教育の場を増や

し、正しい環境保全行動・創造行動ができるようになってほしい

情報を活用して、地球温暖化や酸性雨などの地球環境問題に

ついて正しく理解してほしい

積極的に環境教育を受けて、環境の保全や創造について理解

を深めてほしい

昆虫採集やキャンプなどの野外活動を通じて、自然とのふれあ

いの大切さを体験してほしい

その他

無回答



 

第３章 環境の概況と課題 

44 

 

   ⑤ 行政から提供して欲しい環境保全に関する情報ついて 

【事業所アンケート問10】 

     事業活動では、廃棄物やごみの発生は避けられず、処理における問

題など、環境に配慮した事業活動に取り組むことは、経済的なコスト

負担が大きくなることから、補助金等に関する情報などを含めた行政

からの環境に関する情報の提供が必要とされています。 

 

行政から提供して欲しい環境保全に関する情報 

 

 

  

53.7%

46.3%

46.3%

29.3%

26.8%

17.1%

12.2%

2.4%

0.0%

9.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

環境問題の現状に関する情報

国や県、市など行政の取組に関する情報

環境保全のために企業ができる行動に関する情報

他企業の取組に関する情報

地域や民間団体の取組に関する情報

環境保全に関する実用的な技術情報

環境保全のための調査・研究に関する情報

エコアクション21、ISO14001等の環境マネジメントシステムに関

する情報

その他

無回答
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   ⑥ 市民活動・地域活動にどの程度参加するかについて 

【市民アンケート問６】【事業所アンケート問９】 

     市民アンケートでは、「積極的に参加したい」は6.7％ですが、「参加

したい」の合計は67.9％となり、市民活動への関心の高さがうかがえ

ます。「参加しない」理由としては、高齢であることなどが挙げられて

います。 

     事業所アンケートでは、「積極的に参加したい」は9.8％ですが、「参

加したい」の合計は85.4％に上り、地域活動への関心は高く、「参加し

ない」理由としては、多忙であることが挙げられています。 

 

市民アンケート 

 

 

事業所アンケート 

 

  

地域環境の問題

解決や環境づく

りのために、会

合や行事などに

積極的に参加し

たい
6.7%

時間などが許す

限り、環境づくり

の市民活動に参

加したい

25.4%

事業者や行政と

連携した取り組

みであれば参加

したい

22.6%自分の利害に直

接関わる問題な

らば参加する
13.2%

自分は参加した

くないので、地域

の代表にまかせ

る

13.0%

その他

6.6%

無回答

12.5%

地域環境の問題

解決や環境づく

りのために、会

合や行事などに

積極的に参加し

たい
9.8%

時間などが許す

限り、環境づくり

の地域活動に参

加したい

48.8%

事業所の利害に

直接関わる問題

ならば参加する
26.8%

参加したくない

2.4% その他

7.3%

無回答
4.9%
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   ⑦ 環境保全に関する市の施策について 

【市民アンケート問７】【事業所アンケート問７】 

     市民アンケート、事業所アンケートともに、「ごみの減量やリサイク

ルの推進」が最も高く、上位4位までは同じ項目が関心を集めています。 

本計画の対象範囲で関心が高い項目は次のようになります。 

自然環境：生き物や森林の保全等、豊かな自然環境の保全 

生活環境：ごみの減量やリサイクルの推進 

地球環境：地球温暖化や酸性雨等の地球環境問題 

快適環境：公園緑地や水辺整備等の潤いのあるまちづくり 

環境保全体制：学校や市民向けの環境教育の推進 

 

環境保全に関する市の施策について 

 

  

順位
設問
番号

市民アンケート
設問
番号

事業所アンケート

2 （5）
大気汚染･水質汚濁･騒音･悪臭等の
公害対策

（1）
生き物や森林の保全等、豊かな自
然環境の保全

1 （3） ごみの減量やリサイクルの推進 （3） ごみの減量やリサイクルの推進

4 （1）
生き物や森林の保全等、豊かな自
然環境の保全

（5）
大気汚染･水質汚濁･騒音･悪臭等の
公害対策

3 （2） 省エネルギーや資源の有効利用 （2） 省エネルギーや資源の有効利用

6 （10）
地球温暖化や酸性雨等の地球環境
問題

（9）
公園緑地や水辺整備等の潤いのあ
るまちづくり

5 （12） 地産地消などの食育の推進 （10）
地球温暖化や酸性雨等の地球環境
問題

8 （9）
公園緑地や水辺整備等の潤いのあ
るまちづくり

（12） 地産地消などの食育の推進

7 （6） 学校や市民向けの環境教育の推進 （6） 学校や市民向けの環境教育の推進

10 （11） 環境保全型農業の推進 （4）
車の騒音や排気ガス等の都市交通
問題

9 （4）
車の騒音や排気ガス等の都市交通
問題

（8）
歴史的文化財の保存や芸術・文化
の振興

12 （8）
歴史的文化財の保存や芸術・文化
の振興

（13）
環境保全活動団体、環境リーダーな
どの育成

11 （13）
環境保全活動団体、環境リーダーな
どの育成

（11） 環境保全型農業の推進

13 （7） 環境保全運動への市民参加の推進 （7） 環境保全運動への市民参加の推進
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   ⑧ いちき串木野市環境基本計画の認知度ついて 

【市民アンケート問８】【事業所アンケート問６】 

     市民アンケート、事業所アンケートともに、「知っている（計画書を

読んだことがある）」は約5％で、「知らない」、「知らないが、関心はあ

る」が合計で3分の2程度を占めていて、計画の認知度が低いことが分

かります。環境基本計画の実行には、市民、事業者のそれぞれの役割

を求め、その協力が重要となります。様々な機会を通して、計画の認

知度を高め、計画の内容の周知とパートナーシップの構築の工夫が必

要とされます。 

 

市民アンケート 

 

事業所アンケート 

 

知っている（計画

書を読んだこと

がある）
5.0%

名前を聞いたこ

とがある

23.7%

知らないが、関

心はある

26.4%

知らない

41.4%

無回答

3.4%

知っている（計画

書を読んだこと

がある）
4.9%

名前を聞いたこ

とがある

29.3%

知らないが、関

心はある

22.0%

知らない

41.5%

無回答

2.4%



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第４章 望ましい環境像と分野別目標 

 １ 望ましい環境像 

２ 分野別目標 

SDGs ゴールとターゲットの例 

 

  



【SDGs（Sustainable Development Goals）：持続可能な開発目標】 

平成 27 年（2015 年）9 月の国連サミットにおいて採択されたもので、貧

困や飢餓、気候変動や平和など広範囲にわたって 17 の目標と 169 のターゲ 

ットから構成されています。その理念は、誰一人取り残さない社会の実現

を目指し、経済、社会、環境の 3 つの側面における持続可能な開発を推進

するものです。SDGs の実現は、地域の課題解決にも直結するものであると

考えられており、地域に着目し、地域の視点を取り入れ、SDGs の考え方を

活用して地域における計画の改善に資するようなものにすることが必要で

あるとされています。 
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第４章 望ましい環境像と分野別目標 

１ 望ましい環境像 

本市の環境の特性と課題を考慮し、将来を見据えた望ましい環境像は、前

計画に引き続き、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

本市は、豊かな自然と、様々な生き物が暮らしているまちです。本計画の

策定に伴い実施した市民アンケート調査においても、市民の多くが本市の最

も大切にしていきたい環境として豊かな自然環境を挙げています。しかし、

社会環境の変化により、その質や量も変化し、身近な生き物も少しずつ姿を

消しています。本市の豊かな自然環境は、市民・事業者・市の共通の財産で

あり、これを未来の子どもたちに引き継いでいくためには、各主体の協働に

より、ごみの減量やリサイクルの推進をはじめ、豊かな自然環境の保全、地

球温暖化対策など、持続的な発展が可能な社会の実現に向け、様々な取組を

進めていく必要があります。 

 

多くの国や自治体、企業などで取組が活発化している SDGs を、本計画にお

いて取組むこととします。本計画で掲げる環境像、環境目標等は、SDGs の 17

のゴール（目標）と 1、5、10、16 を除いたゴールで関係しています。 

 

 

みんなではぐくむ、水と緑と共生するまち・いちき串木野

望ましい環境像

SDGs
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２ 分野別目標 

望ましい環境像である「みんなではぐくむ、水と緑と共生するまち・いち

き串木野」の実現に向け、前計画の 4 分野から、「生活環境・地球環境」を「生

活環境」、「地球環境」の 2 分野に分け、「自然環境」、「生活環境」、「地球環境」、

「快適環境」、「環境保全体制」の 5 分野により施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 
 

 

 

本市の自然環境の基盤である生物多様性について、現状の把握と保全によ

り、生物多様性の維持・向上と地域の活性化の両立を図ります。豊かな緑と

水に育まれた様々な恵みを本市の魅力として活用し、次の世代に引き継いで

いきます。 

 

 
 

 

 

健康的で文化的な生活を享受するために欠けてはならない、大気汚染や水

質汚濁などの公害がなく、3R 運動などの実行による循環型のまちの創出を進

めていきます。私たち一人ひとりの生活スタイルを見直し、できることから

実践する体制を推進します。 

  

豊かな自然環境の保全とふれあいの推進

自然環境分野１

環境にやさしい暮らしの実践

生活環境分野２

SDGs

SDGs

全ての分野に関係するSDGs
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市民・事業者・市が一体となり、日常生活や事業活動において省エネやエ

コドライブ等に取り組むとともに、二酸化炭素を吸収・固定する機能を有す

る豊かな緑の保全等に取組んでいきます。 

 

 
 

 

 

本市は、市街地等の生活空間と豊かな自然が隣接しており、古くから継承

されてきた伝統芸能、重要な文化財とともに、物の豊かさから心の豊かさへ、

これらの資源を活かして景観的にも精神的にも快適な生活空間の確保を目指

します。 

 

 

 

 

 

市民・事業者・市の三者の情報共有を図り、取組の継続に向け、子どもた

ちや取組の担い手、後継者の育成を進めるとともに、三者が協働できる体制

の構築や機会の創出を進めていきます。 

  

環境負荷の少ない環境の創出

地球環境分野３

自然環境資源、文化資源を活かした快適な生活空間の確保

快適環境分野４

環境を守り活かす地域づくりの推進

環境保全体制分野５

SDGs

SDGs

SDGs
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【SDGs】 ゴール（目標） ターゲット（達成目標）の例 

 

飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及

び栄養改善を実現し、持続可能な

農業を促進する 

●飢餓を撲滅し、安全で栄養のある食料を得ら

れるようにする  ●小規模食料生産者の農

業生産性と所得を倍増させる  ●持続可能

な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実

践する 

 

すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健

康的な生活を確保し、福祉を促進

する 

●妊産婦の死亡率を削減する  ●新生児・５

歳未満児の予防可能な死亡を根絶する   

●重篤な伝染病を根絶し、その他の感染症に対 

処する 

 

質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質

の高い教育を確保し、生涯学習の

機会を促進する 

●無償・公正・質の高い初等・中等教育を修了

できるようにする  ●乳幼児の発達・ケアと

就学前教育にアクセスできるようにする  

●高等教育に平等にアクセスできるようにす

る 

 

安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用可

能性と持続可能な管理を確保する 

●安全・安価な飲料水の普遍的・衡平なアクセ

スを達成する ●水に関わる生態系を保護・回

復する  ●様々な手段により水質を改善す

る 

 

エネルギーをみんなにそして

クリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼で

きる持続可能な近代的エネルギー

へのアクセスを確保する 

●エネルギーサービスへの普遍的アクセスを

確保する  ●再生可能エネルギーの割合を

増やす  ●エネルギー効率の改善率を増や

す 

 

働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及

びすべての人々の完全かつ生産的な

雇用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する 

●一人当たりの経済成長率を持続させる  

●高いレベルの経済生産性を達成する   

●開発重視型の政策を促進し、中小零細企業の

設立や成長を奨励する 

 

産業と技術革新の基礎を

つくろう 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包

摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進を図る 

●経済発展と福祉を支える持続可能で強靭な

インフラを開発する  ●雇用と GDP に占める

産業セクターの割合を増やす  ●小規模製

造業等の、金融サービスや市場等へのアクセス

を拡大する 



 

第４章 望ましい環境像と分野別目標 

53 
 

 

住み続けられるまちづく

りを 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエ

ント）で持続可能な都市及び人間

居住を実現する 

●住宅や基本的サービスへのアクセスを確保

し、スラムを改善する  ●交通の安全性改善

により、持続可能な輸送システムへのアクセス

を提供する  ●世界文化遺産・自然遺産を保

護・保全する 

 つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保す

る 

●持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠

組み（10YFP）を実施する  ●天然資源の持

続可能な管理及び効率的な利用を達成する 

●化学物質や廃棄物の適正管理により大気、

水、土壌への放出を減らす 

 

気候変動に具体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる 

●気候関連災害や自然災害に対する強靭性と

適応能力を強化する  ●気候変動対策を政

策、戦略及び計画に盛り込む  ●気候変動対

策に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能

を改善する 

 海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・海

洋資源を保全し、持続可能な形で

利用する 

●海洋汚染を防止・削減する  ●海洋・沿岸

の生態系を回復させる  ●海洋酸性化の影

響を最小限にする 

 陸の豊かさを守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可

能な利用の推進、持続可能な森林

の経営、砂漠化への対処、ならび

に土地の劣化の阻止・回復及び生

物多様性の損失を阻止する 

●陸域・内陸淡水生態系及びそのサービスの保 

全・回復・持続可能な利用を確保する  ●森

林の持続可能な経営を実施し、森林の減少を阻

止・回復と植林を増やす  ●生物多様性を含

む山地生態系を保全する 

 パートナーシップで目標

を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段

を強化し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する 

●持続可能な開発のための政策の一貫性を強

化する  ●開発途上国のための追加的資金

源を動員する  ●さまざまなパートナーシ

ップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨

励・推進する 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第５章 施策の展開 

 分野別の基本施策と施策の柱 

１ 自然環境 

２ 生活環境 

３ 地球環境 

４ 快適環境 

５ 環境保全体制 
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第５章 施策の展開 

【分野別の基本施策と施策の柱】 

5 つの分野の目標の達成に向けて、9 つの基本施策と 18 の施策の柱を以下の

とおり設定します。 

 

  
分野 目標 基本施策 施策の柱

①優れた自然環境、希少な動植物の保全

②環境教育、啓発的利用の推進

①農村環境の保全・再生の推進

②沿海域の保全・活用の推進

①大気環境の保全対策を推進する

②水環境の保全対策を推進する

①ごみの適正処理を遵守する

②３Rを推進する

①温室効果ガス排出削減の取組の推進

②省エネルギー対策の推進

③新エネルギーの活用促進

④森林の保全再生による二酸化炭素吸収源の確保

①不法投棄対策、地域美化活動の促進

②みどり、水辺環境の整備と、自然環境の活用促進

 

　(1)低炭素社会を形
　　 成する

生
活
環
境

地
球
環
境

快
適
環
境

自
然
環
境

　(1)潤いのある町並
　　みを創る

　(2)伝統・歴史・文化
　　を活かす

①歴史文化の保存と活用、環境保全の一体的推進

　

　(1)貴重な自然を守る

　(2)里地・里山・里海
　　を守り育てる

　

　(1)良好な生活基盤
　　を確保する

　(2)循環型社会を
　　形成する

分
野

目
標

基
本
施
策

施
策
の
柱

環境保全体制

　環境を守り活かす地域づくり
　の推進

　

(

2

)

環
境
保
全
・
創
造
活
動
に
取
り
組
む

　

(

1

）
環
境
教
育
・
学
習
に
取
り
組
む

①
学
校
に
お
け
る
環
境
教
育
の
推
進

②
地
域
に
お
け
る
環
境
教
育
・
学
習
の
推
進

①
市
民
活
動
へ
の
支
援
強
化
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

自
然
環
境
資
源
、
文
化
資
源

を
活
か
し
た
快
適
な
生
活

空
間
の
確
保

環
境
負
荷
の
少
な
い
環
境

の
創
出

環
境
に
や
さ
し
い
暮
ら
し

の
実
践

豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全

と
ふ
れ
あ
い
の
推
進
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１ 自然環境 

環境目標 豊かな自然環境の保全とふれあいの推進 

   本市の豊かな自然を保全していくことを、事業活動などに配慮し次の世

代に継承するためには、市民・事業者の理解と協力が不可欠です。市は目

標達成のための施策を展開するとともに、教育活動や調査・情報の提供な

どにより市民･事業者の意識の向上に努めていきます。 

 

  ■基本施策と施策 

【基本施策１】 貴重な自然を守る 

施策の柱 施  策 

① 優れた自然環境、希少な 

動植物の保全 

市有林の適切な管理 

保安林の機能維持と活用 

海岸線の浸食対策 

自然環境調査の実施 

外来生物対策の推進 

ウミガメ保護監視活動の推進 

② 環境教育、啓発的利用の 

推進 

自然観察会・自然体験型学習の実施 

 

【基本施策２】 里地・里山・里海を守り育てる 

施策の柱 施  策 

① 農村環境の保全・再生の 

推進 

鳥獣害防止施設整備 

いちき串木野市農村環境整備計画策定 

いちき串木野市民農園貸付 

いきものと共生する農村環境の整備 

観光農園の設置推進 

農業体験の促進 

森林資源の保存と活用 

荒廃樹林地の保全・管理 

グリーンツーリズムの推進 

② 沿海域の保全・活用の推進 魚類種苗の放流 

魚礁漁場の整備 

ブルーツーリズムの推進 
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  ■市民・事業者の取組 

市 民 

・地域の自然に目を向け、その役割や歴史、生物等に親しめる

イベントを企画、参加します。 

・自然林や野生生物等の自然保護活動に参加します。 

・植林や間伐など、森林管理活動に参加します。 

・市民農園の活用など、野菜作りを通じて里地・里山の保全活

動に参加します。 

事業者 

・自然環境を保護する事業の支援に努めます。 

・事業活動を行う際は、自然環境の保全に配慮するよう努めま

す。 

・地域の自然に親しむためのイベントに参加・協力します。 

・環境保全型農業、資源循環型農業の取組に努めます。 

 

  ■施策と具体的な取組 

基
本
施
策
１ 

市有林の適切な管理 森林組合と連携して、火災・風水害・盗伐・不法投棄等の

対策を行い、市有林の適切な管理を行う。 

保安林の機能維持と  

活用  

潮害防備、保健などの公益的機能を有する松林を、松くい

虫の被害から守るため、薬剤散布を行い、健全な状態に保

全する。  

海岸線の浸食対策  土砂の供給源対策や飛砂防止対策、工事や浚渫による廃砂

の活用など、海岸環境保全対策を検討するとともに、環境

整備の際の工法を生態系に配慮したものとする。  

自然環境調査の実施  鹿児島県の自然環境調査事業に協力するとともに、情報の

収集に努める。  

外来生物対策の推進  鹿児島県と協力して市内の外来生物による被害の状況を把

握するとともに、市民への情報提供、啓発に努める。  

ウミガメ保護監視活

動の推進  

鹿児島県や地域との連携により、県事業の「ウミガメ保護

監視員設置事業」等の保護対策を推進する。  

自然観察会・自然体

験型学習の実施  

冠岳歴史自然の里、吹上浜県立自然公園の公園施設等を利

用して、自然観察会・自然体験型学習を実施する。  
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基
本
施
策
２ 

鳥獣害防止施設整備  有害鳥獣による被害作物の減少を目指し、防護用電気柵の

設置費用の補助を行う。  

いちき串木野市農村

環境整備計画策定  

自然環境の保全、生産環境の整備、快適な生活空間の実現

を目指し、農業農村整備を総合的、効率的に実施するため

に「いちき串木野市農村環境整備計画」を策定する。  

いちき串木野市民農

園貸付  

市民が野菜、花等の栽培を通じて、自然に触れ合い、農業

に対する理解を深めること等を目的に、市が設置するいち

き串木野市民農園の貸付を行う。  

いきものと共生する

環境の整備  

基盤整備等の際には、ホタル水路などの多自然型水路の整

備など、環境に優しい方法の検討を行う。  

観光農園の設置推進  耕作・管理放棄地の有効利用を図るため、観光農園の設置

を推進する。  

農業体験の促進  食と農の大切さと、地域の良さを伝えることを目的として、

子どもと共に農家体験をする機会やしくみをつくる。  

森林資源の保存と活

用  

森林の優れた景観、多面的機能を活かして、森林公園施設

等の整備を推進し、市民の森林・林業に対する理解を深め

るため、木材加工等の活動を推進する。  

荒廃樹林地の保全・

管理  

放棄果樹園、竹林等の手入れ不足により荒廃した森林や山

林の管理を市民、事業者の協働により推進する。  

グリーンツーリズム

の推進  

修学旅行の受け入れや農家民泊体験などを推進し、農山村

と都市との交流や地域活性化を図る。  

魚類種苗の放流  栽培漁業の一環として行っている漁協の種苗放流に対し

て、稚魚購入費等の経費を補助することにより、魚族資源

の確保と水揚量の拡大を図る。  

魚礁漁場の整備  水産動物の産卵・育成の場として重要な藻場の分布状況等

を調査・把握し、機能の維持・回復に資する環境保全活動

を行うとともに、漁礁の設置による水産資源の増大と豊か

な生態系の維持回復を図る。  

ブルーツーリズムの

推進  

漁村への滞在を通じて都市との交流や地域活性化を図る。  
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  ■進捗指標と数値目標 

   (1) 貴重な自然を守る 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

ウ ミ ガメ 保 護 監 視 員
の登録数 

6 人 8 人  

 

   (2) 里地・里山・里海を守り育てる 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

市民農園の箇所数 1 箇所 2 箇所  
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２ 生活環境 

環境目標 環境にやさしい暮らしの実践 

   健康で安心して生活できる環境づくりのためには、関係機関及び事業者

の日常的な取組が必要となり、市はそれらの取組が継続して実施されるよ

うな施策の展開に努めます。ごみの適正処理と、「資源やごみになるものの

利用を抑制する（reduce リデュース）」、「使えるものは繰り返し使う（reuse 

リユース）」、「発生したごみは、資源として有効利用する（recycle リサイ

クル）」の 3R 運動の定着に努めます。 

 

■基本施策と施策 

【基本施策１】 良好な生活基盤を確保する 

施策の柱 施  策 

① 大気環境の保全対策を推進

する 

野焼きの禁止の徹底 

光化学オキシダント及び PM2.5 対応の構

築 

交通騒音・振動対策 

公害の未然防止 

② 水環境の保全対策を推進 

する 

水質汚濁物質発生源対策の推進 

公害防止対策の推進 

公共下水道の普及促進 

合併処理浄化槽の普及促進 

水辺環境の美化 

漁業集落排水事業の推進 

 

【基本施策２】 循環型社会を形成する 

施策の柱 施  策 

① ごみの適正処理を遵守する 最終処分場の延命化と適地の確保 

一般廃棄物処理基本計画の策定 

② 3Ｒを推進する 

 

電気式生ごみ処理機購入設置補助 

資源物回収活動団体補助事業 

環境センターの運用・管理 

資源物分別収集の推進 

マイバッグ運動の推進 

産業廃棄物処理におけるマニフェスト 

制度の推進 
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  ■市民・事業者の取組 

市 民 

・公共下水道、漁業集落排水の区域内は速やかに接続します。 

・公共下水道、漁業集落排水以外の地域内では、合併処理浄化

槽の設置を検討します。 

・ごみの自家焼却（野焼き）を行わないようにします。 

・環境について考え、日常的にできる生活排水対策の実践に努

めます。 

・河川浄化に関する学習会に参加するなど、情報の収集に努め

ます。 

・地区の一斉清掃活動に参加します。 

・テレビ、ピアノ、ペット等の近隣騒音に気をつけます。 

・ごみ、タバコ、空き缶のポイ捨てはしません。 

・「缶・雑びん」、「ペットボトル」、「プラスチック容器」、「発泡

スチロール容器」、「段ボール」、「新聞・チラシ」、「雑誌」、「紙

パック」等は資源物収集に出すか、回収協力店に出します。 

・生ごみの堆肥化を行います。 

・買い物にはマイバッグを持参します。 

・使用できるものはフリーマーケット等で活用します。 

・長期間使用できる商品・耐久消費財を選びます。 

・過剰包装を断ります。 

事業者 

・工場・事業場における排水の適正管理に努めます。 

・家畜糞尿の堆肥化を図るなど、適正な処理と利用に努めます。 

・レジ袋の有料化、マイバッグ使用者への経費還元の仕組づく

り（エコポイント等）を検討します。 

・個売り、量り売りなど、容器包装削減を検討します。 

・鹿児島県マイバックキャンペーンの「一斉行動参加店」への

参加に努めます。 

・ごみの減量化・リサイクル協力店などへの参加に努めます。 
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  ■施策と具体的な取組 

基
本
施
策
１ 

野焼きの禁止の徹底  市の広報紙などを通じて、野焼き禁止の内容を市民に通知

する。  

光化学オキシダント

及び PM2.5 対応の構

築 

光化学オキシダント及び PM2.5 の基準値超過の際の緊急時

措置の発令など、適切な措置を行うための監視、発令体制

を整える。 

交通騒音・振動対策  自動車交通等による騒音・振動に係わる対策を推進するた

め、県を始めとする関係機関との連携強化を図る。  

公害の未然防止  大気汚染や騒音・振動、悪臭等は、関係機関との連携によ

り、監視指導を行い、公害の未然防止と適切な対応を図る。 

水質汚濁物質発生源

対策の推進  

市の広報紙などを通じて、家庭における生活排水対策の呼

びかけを行う。  

公害防止対策の推進  河川・工場排水等の水質検査を検討するなど、関係機関と

の連携により、監視指導を行い、公害の未然防止と適切な

対応を図る。  

公共下水道の普及  

促進  

水洗化率の向上を目指し、施設の維持管理に努めるととも

に、各戸に対しては、下水道への早期接続を呼びかける。  

合併処理浄化槽の  

普及促進  

合併処理浄化槽設置において補助を行い、施設の普及に努

める。  

水辺環境の美化  海岸や河川の堰堤の草刈り、ごみ拾い等を市民、行政、事

業者の協働のもと行う。  

漁業集落排水事業の

推進  

戸崎地区内の、水洗化率の向上を目指し、施設の維持管理

に努めるとともに、各戸に対しては漁業集落排水施設への

接続を呼びかける。  
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基
本
施
策
２ 

最終処分場の延命化

と適地の確保  

最終処分場の延命化を図るとともに、適地の確保を行う。  

一般廃棄物処理基本

計画の策定  

一般廃棄物処理基本計画の策定を行い、本計画に従い、ご

みの適正処理を推進する。  

電気式生ごみ処理機

購入設置補助  

家庭用電気式生ごみ処理機購入補助を実施する。  

資源物回収活動団体

補助事業  

廃品回収を実施した市民団体に補助金を交付し、市民の環

境問題に対する意識の向上を目指す。  

環 境 セ ン タ ー の 運

用・管理  

市民や企業から出されるごみを抑制するとともに、資源・

不燃ごみは可能な限り再利用・資源化し、可燃ごみは焼却

処理する。  

資源物分別収集の推

進  

市の広報紙や「まちづくり出前講座」を通じて、指定ごみ

袋制度、資源物の分別方法等の周知、徹底を図る。  

マイバッグ運動の推

進  

鹿児島県マイバッグキャンペーンに参加し、市民・事業者・

市民団体との協力体制の確立を軸に、学習会の開催や協賛

店の登録などの運動を推進する。  

産業廃棄物処理にお

けるマニフェスト制

度の推進  

産業廃棄物の処理については、鹿児島県と連携の上、企業

責任において処理するマニフェスト制度等を推進する。  

 

  ■進捗指標と数値目標 

   (1) 良好な生活基盤を確保する 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

汚水処理人口普及率 80.4％ 86.0％  

 

   (2) 循環型社会を形成する 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

生活系ごみの１日一
人当たりの排出量 

720g 530g  
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３ 地球環境 

環境目標 環境負荷の少ない環境の創出 

地球環境問題への取組は、市民・事業者・市の三者がそれぞれの役割を果

たすことから始まり、地域の公害防止や省エネルギー対策などにも有効です。

市は市民や事業者への情報提供に務め、地球温暖化対策をはじめとする地球

環境問題に対する取組を推進します。環境への負荷が少ない製品の利用や、

新エネルギーの活用の推進など、資源循環型社会の構築を目指した施策を展

開します。 

 

  ■基本施策と施策 

【基本施策１】 低炭素社会を形成する 

施策の柱 施  策 

① 温室効果ガス排出削減の 

取組の推進 

鹿児島県地球温暖化対策実行計画の推進 

② 省エネルギー対策の推進 地産地消の推進と確立 

環境に配慮した消費行動の推進 

エコな市営住宅整備の推進 

駅の活用促進 

③ 新エネルギーの活用促進 新エネルギーに関する普及・啓発 

脱炭素型地域づくりに向けた協議会の設

置・運営 

公用車への低公害車等クリーンエネルギ

ーの導入 

再生可能エネルギーの導入促進 

西薩中核工業団地でのエコタウン研究の

推進 

④ 森林の保全再生による二酸

化炭素吸収源の確保 

市有林の適切な管理(自然環境項目と重

複) 

保安林の機能維持と活用(自然環境項目

と重複) 
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  ■市民・事業者の取組 

市 民 

・近いところへの移動には徒歩、自転車を利用します。 

・通勤の際には公共交通機関を利用するなど、マイカーの使用

自粛に努めます。 

・車の運転では経済速度を心がけ、急な加減速をしないなど、

エコドライブに努めます。 

・車の購入では、環境に優しい自動車（低燃費車）を検討しま

す。 

・新築・改築時には、太陽光発電、太陽熱温水、風力発電、雨

水貯留タンクなどの利用を検討します。 

・ビール瓶や牛乳瓶等、再使用可能な容器を購入します。 

・エコマーク商品を進んで購入します。 

・テレビや照明はこまめにスイッチを切ります。 

・蛍光灯を省エネ型ランプに切替えます。 

・ルームエアコン使用時は適正温度を心がけます。 

・風呂の追い炊きを少なくします。 

・駐停車の際にはできるだけ、エンジンをかけっぱなしにしな

いようにします。 

事業者 

・ノーマイカーデーをつくるなど、徒歩、自転車、公共交通機

関での通勤を奨励します。 

・業務用車両を低燃費車に移行するなど、環境に優しい車種の

導入を検討します。 

・他社との共同配送、鉄道輸送の検討など、物流システムの効

率化に努めます。 

・エコドライブを実践します。 

・照明は適正な時間帯、場所に限定します。 

・エコマーク商品を利用します。 

・省エネルギー型の照明や電気製品を導入します。 

・省エネルギー型の空調設備を積極的に導入します。 

・窓にペアガラスを設置します。 

・グリーン購入を行います。 
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  ■施策と具体的な取組 

基
本
施
策
１ 

鹿児島県地球温暖化

対策実行計画の推進  

県の計画に基づく地球温暖化防止活動を実践することによ

り、温室効果ガスの排出抑制など環境への負荷の低減を図

る。  

地産地消の推進と確

立  

地元食材を学校給食用食材として、利活用推進を図るとと

もに、地場農産物を活用した加工品の製作に取り組む。  

環境に配慮した消費

行動の推進  

環境家計簿･省エネナビ等の利用、家庭用高効率機器の普及

啓発、エコドライブの普及啓発などの市民の省エネルギー

行動を推進する。  

エコな市営住宅整備

の推進  

市営住宅建設をはじめとして、地域の地場産材の木材等を

利用した、ぬくもりのある、人・地球にやさしいエコな住

宅整備を図る。  

駅の活用促進  駅周辺の駐車場を確保し、カーシェアリング、パークアン

ドライド等の仕組みづくりを行う。  

新エネルギーに関す

る普及・啓発  

市民や事業者に対する普及啓発・情報提供、国の助成制度

を活用した市民や事業者に対する導入支援の推進、市を中

心とした公共施設などへの率先的な導入を行うなど、新エ

ネルギーに関する普及・啓発プロジェクトを推進する。  

脱炭素型地域づくり

に向けた協議会の設

置・運営  

脱炭素型地域づくりに向けた地域と連携した協議会を設置

し、地域の課題解決を図る。  

公用車への低公害車

等クリーンエネルギ

ーの導入  

行政による先導的な導入と情報提供により、買い替え時の

アイドリングストップ車及びクリーンエネルギー自動車の

普及促進を図る。  

再生可能エネルギー

の導入促進  

木質バイオマス発電や風力発電の導入を促進し、エネルギ

ーの地産地消と地域振興を図る。  

西薩中核工業団地で

のエコタウン研究の

推進  

西薩中核工業団地での再生可能エネルギーの利用率を高

め、「日本一環境負荷が低い工業団地」の推進を図る。  

市有林の適切な管理  

(自然環境項目と重複) 

森林組合と連携して、火災・風水害・盗伐・不法投棄等の

対策を行い、市有林の適切な管理を行う。  

保安林の機能維持と

活用 (自然環境項目と

重複) 

潮害防備、保健などの公益的機能を有する松林を、松くい

虫の被害から守るため、薬剤散布を行い、健全な状態に保

全する。  
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  ■進捗指標と数値目標 

   (1) 低炭素社会を形成する 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

本市のエネルギー消
費量に占める再生可
能エネルギーの導入
比率（％） 

14.0％ 23.0％ 
令和元年地域創生エネルギ

ービジョンより 
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４ 快適環境 

環境目標 自然環境資源、文化資源を活かした快適な生活空間の確保 

   快適な生活ができるまちづくりには、地域特性や都市構造、及び人口規

模に応じて市街地における都市景観と自然景観が調和していることが求め

られます。美しく潤いのある快適なまちづくりを目指し、多くの市民、事

業者の意見を反映させた施策を展開します。 

 

  ■基本施策と施策 

【基本施策１】 潤いのある町並みを創る 

施策の柱 施  策 

① 不法投棄対策、地域美化 

活動の促進 

不法投棄の防止 

地区清掃活動の促進 

② みどり、水辺環境の整備と

自然環境の活用促進 

ごみ処理施設の周辺環境整備と保全 

公園・緑地の整備 

地域特性を生かした創造性豊かな景観形

成 

 

【基本施策２】 伝統・歴史・文化を活かす 

施策の柱 施  策 

① 歴史文化の保存と活用、 

環境保全の一体的推進 

文化財の保存活用 

歴史・文化施設の整備充実 

伝統文化・芸能に親しむ 

歴史的景観資源の保全・活用 

市来貝塚、串木野城跡の整備 

 

  ■市民・事業者の取組 

市 民 

・ごみ、空き缶拾い、雑草刈り、水路清掃等の美化活動を行い

ます。 

・花壇づくり、生け垣、植樹等の緑化活動を行います。 

・伝統行事、祭り等への参加・保存活動を行います。 

・文化財保護のための活動を行います。 

事業者 

・敷地内、壁面、屋上等の緑化を積極的に行います。 

・埋蔵文化財の発掘調査や有形・無形文化財などを保護する取

組に協力するとともに、土地利用や事業の実施にあたっては、

文化財の保護などに努めます。 
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  ■施策と具体的な取組 

基
本
施
策
１ 

不法投棄の防止  市の衛生自治団体連合会などを通じて、市街地等における

空き家、空き地をも含む地域住民による不法投棄に対する

監視体制の強化を図る。  

地区清掃活動の促進  定期的に行われている地区清掃活動を支援する。  

ごみ処理施設の周辺

環境整備と保全  

周辺協議会を定期的に実施し、ごみ処理施設の周辺環境整

備と保全を行う。  

公園・緑地の整備  吹上浜県立自然公園や海岸環境の整備促進など、地域特性

を活かした公園・緑地の整備を検討するとともに、既存公

園については、施設内容や維持・管理方法を利用者である

地域住民を交えて検討し、魅力向上に努める。  

地域特性を生かした

創造性豊かな景観形

成  

市街地周辺部の田園や山林などの緑、河川・海岸等の水辺

空間を活かした美しい景観の維持・保全に努めるとともに、

地域拠点となる駅周辺等の公共空間においては、花や緑の

植栽を行うなど、市民が楽しめる景観の形成を図る。  

 

基
本
施
策
２ 

文化財の保存活用  郷土史の収集を行うとともに、指定文化財の整備を行う。  

歴史・文化施設の整

備充実  

市民文化センター等文化施設の整備、歴史民俗資料室等の

整備充実を図る。  

伝統文化・芸能に親

しむ  

公民館活動や子ども会活動などで行っている地域文化を活

用した住民参加型体験活動を支援、推進することで、伝統

文化の保護、地域連帯感の醸成を図る。  

歴史的景観資源の保

全・活用  

歴史的街並景観の保全・活用を進める。  

市来貝塚、串木野城

跡の整備  

歴史文化に対する市民の意識の高揚と、活用を図るため、

県内を代表する史跡の整備等を行う。  
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  ■進捗指標と数値目標 

   (1) 潤いのある街並みを創る 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

不法投棄相談件数 70 件 36 件  

 

   (2) 伝統・歴史・文化を活かす 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

歴史や伝統に関する
まちの雰囲気を満足
とする人の割合 

31.5％ 58.3％ 

市民アンケートにおける環境の

状況について「どちらともいえな

い」の 1/2 が「かなり満足」「やや

満足」に移行した場合を想定  
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５ 環境保全体制 

環境目標 環境を守り活かす地域づくりの推進 

   大切な自然環境を守り育て、快適な生活環境を維持していくためには、

市民一人ひとりの理解と協力、及び実践が必要となります。市民・事業者・

市が協働して取り組んでいけるような体制づくりや、関連図書の整備など

を図り、必要な情報が簡単で迅速に利用できるように提供していきます。 

 

  ■基本施策と施策 

【基本施策１】 環境教育・学習に取り組む 

施策の柱 施  策 

① 学校における環境教育の推進 学校支援事業の推進 

② 地域における環境教育・ 

学習の推進 

いちき串木野市地域女性団体連絡協議会

活動における環境学習の推進 

図書資料の整備 

国等関係機関の補助制度に関する情報提

供 

エコイベントの開催 

職員によるまちづくり出前講座 

環境学習プログラムの整備 

 

【基本施策２】 環境保全・創造活動に取り組む 

施策の柱 施  策 

① 市民活動への支援強化とネ

ットワーク化 

環境マネジメントシステム導入支援 

「いちき串木野市市民の手による美しい

まちづくり推進条例」の推進 

市民活動団体の活動拠点の整備 
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  ■市民・事業者の取組 

市 民 

・公民館での交流活動、学習活動に参加します。 

・環境問題に関する講演会やシンポジウムへ参加します。 

・地域活動に積極的に参加し、交流を深めます。 

・地域の清掃活動や資源物の回収活動に子ども、大人を問わず

参加します。 

・環境に関する活動を行っている団体のイベントに参加・協力

します。 

・資源回収、フリーマーケット等のリサイクル活動を行います。 

事業者 

・事業所内外での環境保全活動の実施・参加（植樹、バイオマ

ス施設整備など）、地域への公開などを検討します。 

・消費者に対して、環境に係わる情報を提供します。 

・環境マネジメントシステム（ISO14001 規格の取得、エコアク

ション 21 の実施等）の導入を検討します。 

・地区清掃活動などの地域活動に参加・協力します。 

・地域活動に参加し、地域住民との交流を深めます。 

・市民団体の企画するイベント等に参加・協力します。 

・地域ボランティア活動等に積極的に参加します。 

・社員のボランティア活動に対して支援を行います。 
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  ■施策と具体的な取組 

基
本
施
策
１ 

学校支援事業の推進  地域住民・企業による学校の環境整備事業の支援、地域住

民による学校における児童の農業体験学習の支援を行う。  

いちき串木野市地域

女性団体連絡協議会

活動における環境学

習の推進  

3R（リデュース、リユース、リサイクル）の実践、マイバ

ッグ運動の推進、地球温暖化防止の実践、脱プラスチック

生活の推進に取り組む。  

図書資料の整備  図書館、市役所、公民館等に環境白書や環境関連書籍を整

備し、誰もが活用できるようにし、環境を学べる学習拠点

の一つとして整備する。  

国等関係機関の補助

制度に関する情報提

供  

国等の関係機関の補助制度に関して、市の広報紙、ホーム

ページ等を通じて情報の提供に努める。  

エコイベントの開催  「いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～」等イ

ベントの場を利用して、「環境問題」についても考えていた

だくエコイベントとして実施する。  

職員によるまちづく

り出前講座  

市民の生涯学習活動を支援することを目的とし、市職員が

講師となり、ごみ処理の方法など環境分野を含む講座を要

請に応じて開催する。  

環境学習プログラム

の整備  

「環境問題の現状」、「環境保全のための行動」など、市民

や事業者を対象とした情報提供のための学習プログラムの

紹介、整備を行う。  

 

基
本
施
策
２ 

環境マネジメントシ

ステム導入支援  

市内事業者に対して、ISO14001 やエコアクション 21 等の環境マ

ネジメントシステム認証取得に向けた啓発事業を推進する。 

「いちき串木野市市

民の手による美しい

ま ち づ く り 推 進 条

例」の推進  

ポイ捨て禁止、愛がん動物のふんの放置禁止、飲食物容器の散

乱放置禁止、祭り・大会などの主催者の責務、印刷物の散乱放

置禁止、土地建物などの適正管理に関する条例の規定を遵守

し、指導を行うことで、美しい自然や、清潔で快適な生活環境の

保全を図る。 

市民活動団体の活動

拠点の整備  

集会施設やホームページ等を利用して、市民活動団体の登録、

情報の公開・交流を図るための拠点施設を整備する。 
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  ■進捗指標と数値目標 

   (1) 環境教育・学習に取り組む 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

まちづくり出前講座の
活用数 

46 件 50 件  

 

   (2) 環境保全・創造活動に取り組む 

進捗指標 令和元年 目標 備考 

マイバッグ持 参 者 の
割合 

83.0％ 100.0％ 市民アンケートにおける実施意
向を反映させた数値  
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 １ 推進体制 

２ 進行管理 
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第６章 推進体制と進行管理 

１ 推進体制 

本計画を推進し、望ましい環境像を実現するためには 、市民・事業者・

市のそれぞれが推進主体となり、個々に、または協働で環境負荷の少ない

生活や施策・事業、及び環境保全活動をしていく必要があります。推進主

体が情報の共有や意見交換を行い、環境保全のためのネットワークを構築

しながら計画の推進を行うことで、安全で快適なまちづくりや、環境と社

会が好循環を生み出す持続的発展が可能な社会の実現を図ります。また、

国や県、他の地方自治体との連携を図り、広域的な環境保全の体制を目指

します。 

 

 

推進主体の関係 

 

 

  

市民

市 事業者

参加・協働
情報の提供・共有
提案・意見交換
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２ 進行管理 

本計画の推進や目標達成を図るためには、進行管理においても、市民・ 事

業者・市の三者の協働が必要とされるため、前計画と同様に、PDCA サイク

ルに、各主体が様々な取組を行ないます。また、事務局である市民生活課と

環境審議会により、施策進捗状況の点検・評価や確認を行い、他の環境施策

の実施状況とともに、取りまとめた上で公表します。また、社会経済情勢及

び環境をめぐる状況に変化等が生じた場合は、必要に応じて計画の見直しを

行います。 

PDCA サイクル 

市 環境審議会 市民・事業者

いちき串木野市第２次環境基本計画

・１人ひとりの行動の実践 ・協働による取組の推進

各部署
・施策の実施と

進捗管理

調整会議
・計画の推進と

進行管理

計画の推進へ向けて、計画の改定・改善を図る

Plan

（計画）

Do

（実行）

Check

（点検・評価）

Action

（改善）

進捗状況の確認
・意見、課題抽出など

今後の方向性の検討

報告

確認

参加

公表

提言

提言

各主体による

点検・評価

閲覧、意見の提案
事務局

（市民生活課）

報告

報告

調整

調整
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１ いちき串木野市環境基本条例 

平成 19 年３月 30 日条例第 11 号 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の環境の保全について基本理念を定め、並びに市、

事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策

の基本的事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の

保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(２) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破

壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広

範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福

祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものを

いう。 

(３) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大

気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化すること

を含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土

地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人

の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物

及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全は、市民の健康で文化的な生活を保つために必要な健全で

恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的と

して行われなければならない。 

２ 環境の保全は、市、事業者及び市民が公平な役割分担の下に自主的かつ

積極的に取り組み、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会

を構築することを目的として行われなければならない。 

３ 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに、市民の健康で文化

的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることから、すべての

事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施する責

務を有する。 
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２ 市は、基本理念にのっとり、前項の規定による施策の策定及び実施に当

たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全に努めなければならない。 

３ 市は、環境の保全に関する教育及び情報の提供その他広報活動を通じて、

市民の環境に対する意識の高揚に努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う環境への負荷の

低減その他環境の保全について、自己の責任及び負担において、必要な措

置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、自然環境及び生活環境への配慮その他環境の保全に自ら努め

るとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有す

る。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、

その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 市民は、環境の保全に関する活動への積極的な参加に努めるとともに、

市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

（施策の基本方針） 

第７条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲

げる事項を基本として行うものとする。 

(１) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適

正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良

好な状態に保持されること。 

(２) 生態系及び生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、河

川、海岸等における多様な自然環境が適正に保全されること。 

(３) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれ、ゆとりと潤いのある快適な環

境が保全されること。 

(４) 自然と調和した良好な都市景観及び居住環境が形成されること。 

(５) 公害の防止、廃棄物の発生の抑制、資源の循環的な利用、エネルギー

の有効利用等環境への負荷の低減が図られること。 

(６) 環境の保全に関する教育及び情報の提供その他広報活動の推進により、

環境に対する意識の高揚が図られること。 

(７) 地球環境の保全に適切な配慮がなされること。 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、環境の保全に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を

定めるものとする。 

２ 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、いちき串木野市環境審議会

の意見を聴かなければならない。 
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３ 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなけれ

ばならない。 

４ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（国及び他の地方公共団体との連携） 

第９条 市は、環境の保全を図るため必要があると認めるときは、国及び他の

地方公共団体と連携してその施策を推進するとともに、国及び他の地方公

共団体に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。 

（自発的活動の促進） 

第 10 条 市は、環境の保全に係る活動を自発的に行うものに対し、その活動が

促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（情報の提供） 

第 11 条 市は、環境の保全に関する情報を事業者及び市民に提供するため、必

要な措置を講ずるものとする。 

（規制の措置） 

第 12 条 市は、公害の防止、自然環境の適正な保全その他の環境の保全を図る

ため、必要な規制の措置を講じなければならない。 

（推進体制） 

第 13 条 市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全

についての施策を推進するための体制を整備するものとする。 

２ 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間団体等と協議して、

環境の保全についての施策を積極的に推進するための体制を整備するもの

とする。 

（委任） 

第 14 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ いちき串木野市環境審議会条例 

平成 17 年 10 月 11 日条例第 87 号 

（設置） 

第１条 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、いちき

串木野市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審

議し、その結果を市長に答申するものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 市議会議員 

(２) 学識経験者 

(３) 市内の公共的団体の代表 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定めるものとする。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名

する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（部会） 

第７条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

２ 審議会の部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 審議会の部会に、部会長を置く。 

４ 部会長は、会長が指名し、その部会の事務を掌理する。 
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（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 17 年 10 月 11 日から施行する。 

附 則（平成 18 年３月 15 日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 
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３ いちき串木野市環境審議会委員名簿 

 

№ 委員名 団体名等 備 考 

1 吉留  良三 いちき串木野市市議会議員  市議会議員  

2 江口  祥子 いちき串木野市市議会議員   

3 東   節代 行政相談員  
〇会長  

学識経験者  

4 久木山 純広 いちき串木野市まちづくり連絡協議会  市内の公共的団体の代表  

5 塩屋 かよ子 いちき串木野市地域女性団体連絡協議会   

6 松下  良照 いちき串木野市衛生自治団体連合会   

7 川﨑  弘一 いちき串木野商工会議所   

8 宇都  保介 市来商工会   

9 溝脇  直規 鹿児島地域振興局  関係行政機関の職員  

10 東   浩二 いちき串木野市（総務課）  市職員  

11 北山   修 いちき串木野市（政策課）   
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４ パブリックコメント(市民意見提出手続）による意見と回答 

パブリックコメントでは、２名、６件の意見が提出された。 

 

  

意見
NO.

意見（概要） 回　　　答

1

〈自然環境に関する基本施策〉について
　基本施策２ 「森林資源の保存と活用」 に
竹林資源の保存と活用も含め 「荒廃樹林地の
保全・管理」とペアで推進されることを提案
します。 薩摩川内市祁答院町黒木地区での
幼竹をメンマに加工とか 竹パウダーを土壌改
良、飼料に使うや都城の飼料(笹ｻｲﾚｰｼﾞ)等の
ニュースを参考に、当市も 竹林管理者育成も
含めた循環型竹林活用管理を目指してほしい
です。

森林保全のための手法の1つとして、行政施策
検討の際の参考にさせて頂きます。

2
現在吹上浜沖に設置が予定されている巨大風
力発電は、「いちき串木野市環境基本条例」
の基本理念に反する。

ご意見につきましては、個々の案件ではござ
いますが、環境アセスメント等の報告を確認
し、「いちき串木野市環境基本条例」の基本
理念に反しないよう取り組んでまいります。

3

原子力について全く触れておりません。いち
き串木野市で考えなければならない重要な課
題は、川内原発問題である。

重要な問題と認識しております。『第4章　望
ましい環境像と分野別目標』において「SDGs
７　エネルギーをみんなに　そしてクリー
ン」に関連付けて、「●再生可能エネルギー
の割合を増やす」としております。また、
『第5章　施策の展開』におきまして、「新エ
ネルギーの活用促進」の中で「再生可能エネ
ルギーの導入促進」としております。

4

林業・農業においても持続可能な形での発展
を目指していくことが大切であり、農作物に
被害がでれば、有害鳥獣捕獲が必要となる。
ネオニコチノイド系農薬は即刻使用と販売を
止める方向で取り組むべき。

農業環境保全のための貴重な意見として、行
政施策検討の際の参考にさせて頂きます。ま
た、薬剤使用につきましては基準に基づき実
施しております。

5

外来生物で環境に著しく悪影響を及ぼすもの
については、その生物名や対策方法を具体的
に記すべき、ノネコへの餌付け禁止を促すと
同時に、避妊・去勢手術を進めていくことが
必要だと思います。またネコの飼育者には野
放しにしないように指導していくべき。

個々の事例において対処方法を含めて広報誌
等でお知らせているところですが、今後も内
容を充実して十分に周知を図ってまいりま
す。ノネコに関しては今後の行政施策検討の
際の参考にさせて頂きます。

6

地球温暖化は極めて深刻です。今よりも倹し
い生活（不要なものを購入せず、ゴミを減ら
し、必要以上に移動せず、植物中心の食生活
に切り替える）を目指しませんか。

地球温暖化は、非常に重要な問題と認識して
おります。今後の行政施策検討の際の参考に
させて頂きます。
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５ 用語集 

あ行 

  ISO14001 

環境マネジメントシステムに関する国際規格、社会経済的ニーズとバランス

をとりながら、環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠

組みを示している。 

  EPO 

環境省と地域の NPOとの協働で設置された全国 8か所の地方環境パートナー

シップオフィス（Environment Partnership Office）。 

  一般廃棄物 

  廃棄物処理法の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。 

  イノベーション 

「改革」「革新」を意味する英単語で、新しい市場の開拓や新機軸の導入な

ど革新的な取り組み全般に対して使われている。 

  インフラ 

道路や鉄道、上下水道、発電所・電力網、通信網、港湾、空港、灌漑・治水

施設などの公共的・公益的な設備や施設、構造物などを指すことが多い（社

会インフラ）。 

  エコアクション 21 

環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム（EMS）で、一般に、

「PDCA サイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基

礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を

定めている。 

  エコタウン 

産業活動によって排出される廃棄物をリサイクルすることや、熱エネルギー

として利用することなどによってゼロ・エミッション（ある産業から出るす

べての廃棄物を新たに他の分野の原料として活用するなど、あらゆる廃棄物

をゼロにすること）を目指す地域のこと。 

  エコドライブ 

燃料消費量や CO２排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる「運転技術」 

や「心がけ」で、燃料消費量が少ない運転は、お財布にやさしいだけでなく、

同乗者が安心できる安全な運転でもある。 

  エコマーク 

様々な商品（製品およびサービス）の中で､「生産」から「廃棄」にわたる

ライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認

められた商品につけられる環境ラベル。 
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  エネルギーマネジメントシステム 

工場やビルなどの施設におけるエネルギー使用状況を把握した上で、最適な

エネルギー利用を実現するための活動を指す。その活動を支援するためのシ

ステム（EMS）。 

  温室効果ガス 

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、

温室効果をもたらす気体で、人間活動によって増加した主な温室効果ガスに

は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガスがある。 

か行 

  カーシェアリング 

一般に登録を行った会員間で特定の自動車を共同使用するサービスないし

はシステムのこと。 

  外来生物 

もともとその地域にいなかった生物で、人間によって運び込まれた生物のこ

と。 

  化学的酸素要求量（COD） 

水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換

算したもので、海水や湖沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な指標。 

  合併処理浄化槽 

トイレの汚水だけでなく、台所、お風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化

槽。 

  カテゴリー 

同じ種類・性質のものが含まれている範囲・区別されたもの。 

環境家計簿 

消費したエネルギー（電気・ガス・灯油・軽油・ガソリン・水道）から排出

される CO2 の量を「見える化」し、家庭の CO2 排出量を確認できるツール。 

環境保全型農業 

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づ

くりなどを通じて化学肥料、農薬の使用などによる環境負荷の軽減に配慮し

た持続的な農業。 

  環境マネジメントシステム 

企業、事業所等の組織がその運営や経営の中で自主的・積極的な環境保全行

動に向けた取組を推進するにあたり、環境に関する方針や目標を設定し、こ

れらの達成に向けて取り組んでいくための体制・手続き等の仕組み（EMS）。 

  気候変動 

気候変動の要因には自然の要因と人為的な要因があり、近年では地球温暖化

とほぼ同義で用いられることが多い。 
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  京都議定書 

京都議定書は、平成 9 年（1997 年）12 月に京都市の国立京都国際会館で開

かれた国連気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（地球温暖化防止京都会議、

COP3）において、同月 11 日に採択された気候変動枠組条約に関する議定書。 

  漁業集落排水事業 

漁業集落において、し尿や生活雑排水を処理する汚水処理場を建設し、宅内

排水設備工事によって集落排水処理施設に接続し、汚水を処理することによ

り、集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する事業のこ

と。 

  クリーンエネルギー 

二酸化炭素（CO2）や窒素酸化物（NOx）などの有害物質を排出しない、また

は排出量の少ないエネルギー源のこと。 

  グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境

への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。 

グリーンツーリズム 

緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ、

滞在型の余暇活動の総称。 

KES 

京都から発信された環境マネジメントシステムの規格。 

光化学オキシダント 

自動車や工場・事業場などから排出される大気中の窒素酸化物、揮発性有機

化合物などが、太陽からの紫外線をうけ、光化学反応を起こして作り出され

る物質の総称。 

  光化学スモッグ 

「光化学オキシダント」の濃度上昇によって空気に「もや」がかかる現象の

こと。 

  コージェネレーション 

ガスなどを駆動源にした発電機によって電力を生み出すとともに、その際の

排熱を給湯や冷暖房などに利用するシステム・設備の総称。 

  国連気候変動枠組条約締約国会議 

1997 年の京都会議以降、この会議のことを一般に COP と呼んでいる、条約

の最高機関であり、会議は毎年行なわれる。 

コンポスト容器 

庭・畑など屋外に設置し、生ごみを微生物や菌の働きで発酵・分解して堆肥

化する容器のこと。 
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さ行 

  最終処分場 

廃棄物のうちリユース（再利用）、リサイクル（再資源化）が困難なものの

処分（埋め立て処分）を行う場所。 

再生可能エネルギー 

石油や石炭、天然ガスといった有限な資源である化石エネルギーとは違い、

太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部など自然界に常に存在するエネ

ルギーのこと。 

栽培漁業 

卵から稚魚になるまでの最も弱い期間を人工的な環境で守り育て、外敵から

身を守れるまで育ったら、その魚介類が成長するのに最適な環境に放流し、

自然の海で成長したものを漁獲する漁業。 

里海 

人と自然の領域の中間点にあるエリアで、人手が加わることにより生物生産

性と生物多様性が高くなった沿岸海域。 

里地・里山 

集落と、その周辺にある農地・ため池・管理されている山や森林などからな

る地域。 

産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた 20 種類の廃棄物

のこと。 

酸性雨 

二酸化硫黄（SO2）や窒素酸化物（NOx）などを起源とする酸性物質が雨・雪・

霧などに溶け込み、通常より強い酸性を示す現象。酸性雨は、河川や湖沼、

土壌を酸性化して生態系に悪影響を与えるほか、コンクリートを溶かしたり、

金属に錆を発生させたりして建造物や文化財に被害を与える。 

資源循環型農業 

畜産や農業で出る廃棄物などを地域の有機資源として有効に活用し、環境に

配慮した持続性の高い農業。 

自然共生社会 

人間と地球に生きるすべての生物が共に暮らすことができ、自然からの恵み

を受け続けることができる社会。 

循環型社会 

廃棄物等の発生を抑制し、廃棄物等のうち有益なものは資源として活用し、

適正な廃棄物の処理を行うことで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷

をできる限り減らす社会のこと。 
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  省エネナビ 

現在のエネルギーの消費量を知らせると共に、利用者自身が決めた省エネ目

標を超えると知らせ、利用者自身がどのように省エネをするのか判断させる

機器。 

新エネルギー 

風力、太陽光、地熱、中水力（1000kW 以下）、バイオマスなど自然環境から

得られ、再生可能なエネルギーのうち、その普及のために支援を必要とする

もので、法律において 10 種類規定されている。 

人口集中地区 

昭和 35 年国勢調査の際に、「都市的地域」の特質を明らかにする新しい統計

上の地域単位として「人口集中地区」を市区町村の境域内に設定された。 

生物化学的酸素要求量（BOD） 

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の

量のことで、河川の有機汚濁を測る代表的な指標。 

た行 

  ダイオキシン 

ダイオキシンは、正式にはダイオキシン類と言い、数種の物質の総称。廃棄

物の焼却、塩素によるパルプなどの漂白、または農薬などの化学物質を製造

する際の副生成物として非意図的に生成することが知られている。 

大腸菌群数 

大腸菌群数は、大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいい、

水中の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として使われている。 

単独処理浄化槽 

トイレの汚水のみを処理し、浄化する浄化槽。 

鳥獣保護区 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護管理法）に

基づき、鳥獣の保護繁殖を図るために指定される区域のこと。国指定と都道

府県指定がある。 

都市計画 

都市の健全な発展と秩序ある整備を行うために、基本的な事項を定めた法律

「都市計画法」に基づいて、土地利用や都市施設の整備、また市街地開発事

業に関する計画のこと。 

な行 

二酸化硫黄 

不純物として石炭、原油に含まれる硫黄の酸化によって、石炭や石油などの

燃焼時に発生し、また鉄鉱石、銅鉱石にも硫黄が含まれるため、製鉄、銅精

錬工程からも排出される酸性雨の原因物質。 
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二酸化窒素 

大気汚染防止法では有害物質、特定物質に含まれる窒素酸化物は、高温燃焼

に伴い必然的に発生するため、自動車や工場での燃焼だけでなくビル、家庭

からの排出、自然界からの排出もある。 

は行 

  パークアンドライド 

自宅から自家用車で最寄りの駅またはバス停まで行き、自動車を駐車させた

後、バスや鉄道などの公共交通機関を利用して、目的地に向かうシステムの

こと。 

微小粒子状物質（PM2.5） 

大気中に浮かんでいる様々な大きさの粒子状物質（Particulate Matter）の

うち、2.5 マイクロメートルより小さいもののこと。 

PDCA サイクル 

Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことに

よって、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法の

こと。 

ヒートポンプ 

ヒートポンプとは少ない投入エネルギーで、空気中などから熱をかき集めて、

大きな熱エネルギーとして利用する技術のことで、エアコンや冷蔵庫、エコ

キュートなどにも利用されている省エネ技術。 

FEMS（フェムス） 

工場を対象とする FEMS（フェムス）は受配電設備だけではなく、さらに生

産設備のエネルギー管理も実施する。 

浮遊粒子状物質 

大気汚染にかかる環境基準で、「大気中に浮遊する粒子状物質で粒径が 10

マイクロメートル以下のもの」と定義され、SPM と略称。 

ブルーツーリズム 

島や沿海部の漁村に滞在し、魅力的で充実した海辺での生活体験を通じて、

心と体をリフレッシュさせる余暇活動の総称。 

ペアガラス 

ガラスとガラスの間に空気層をもつガラス、断熱性能や結露防止効果がある。 

BEMS（ベムス） 

オフィス・商業ビルなどを対象としたエネルギーマネジメントシステム。建

物内に取り付けられたセンサーによって収集されたエネルギーデータを活

用し、ビルの省エネを実施する。 
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ま行 

マニフェスト制度 

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物管理票（マニフ

ェスト）に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入

し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみ。 

猛暑日 

日最高気温が 35℃を超えた日。25℃を超えた日を夏日、30℃を超えた日を

真夏日。 

木質バイオマス 

木炭、チップ、ペレットなどの木材に由来する再生可能な資源。 

藻場 

沿岸域の海底でさまざまな海草・海藻が群落を形成している場所。 

や行 

有害鳥獣 

人畜や農作物等に被害を与える鳥獣のことで、シカ、イノシシ、カラスなど

が市街地や農地に入り込み、人の生活に何らかの被害を及ぼした場合に有害

鳥獣という。 

ら行 

レッドデータブック 

絶滅のおそれのある野生生物に関する保全状況や分布、生態、影響を与えて

いる要因等の情報を記載した図書。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いちき串木野市第 2 次環境基本計画 

 令和 3 年 3 月 

編集・発行／いちき串木野市役所 市民生活課 

〒896-8601 

鹿児島県いちき串木野市昭和通 133 番地 1 

TEL 0996-32-3111（代表） FAX 0996-32-3124 

URL httpｓ://www.city.ichikikushikino.lg.jp 

 


	いちき串木野市第2次環境基本計画
	いちき串木野市第2次環境基本計画（素案）0208
	表紙0128
	表紙1
	第1章
	白紙
	表紙2
	第２章
	白紙
	表紙3
	第３章
	白紙
	表紙4
	第４章
	白紙
	表紙5
	表紙6
	第６章

	資料編0322
	資料編表紙
	資料編


	白紙
	裏表紙
	空白ページ



